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第１章 Executive Summary（全体要旨） 

 
１．マクロ経済 
（１）日本経済は、98 年度のマイナス成長から、99 年度には実質プラス 1.4％、2000 年

度はプラス 1.7％となり、回復軌道に乗るかにみえたが、2001 年度に入り△1.7％と 3
年ぶりにマイナス成長を記録した。2002 年度にかけても、一部で回復の兆しは見ら

れるものの経済の状況はほぼ横ばいで推移するものと考えられる。 
   2002 年 1-3 月期の実質国内総生産（GDP）は、前期比 1.4％となった。米国・アジ

ア経済がＩＴ不況や米中枢同時テロの影響から立ち直ったため輸出が増加したほか、

ＧＤＰの約 60％を占める個人消費が前期比 1.6％増と２四半期連続で増加した。一方

で企業の投資意欲の落ち込みを背景に、設備投資が前期比△3.2％、住宅投資が同△

2.3％となり、設備投資と同様２四半期連続で減少した。 
2001 年度の我が国の国内総生産（ＧＤＰ）は名目で 497 兆 2186 億円、実質経済成

長率は、△1.7％と 98 年度以来 3 年ぶりのマイナス成長となり、マイナス幅も 1980
年度以降最大幅を記録した。これは、不良債権問題、過剰債務問題、厳しい雇用情勢、

財政や社会保障制度の持続可能性への不安などが民間需要を低迷させたことに起因

するものと考えられる。 
 
（２）一方、景気対策のための積極的な財政出動、大型減税や、不況による税収の停滞に

より、2001 年度末時点の国の債務残高は、607 兆 3122 億円となり、初めて 600 兆円

を突破し過去最高を更新した。これは日本の GDP（2001 年度名目 497 兆円）を大き

く上回る数字である。中長期的には、この巨額の債務残高が経済に歪みをもたらすも

のと考えられ、財政再建の問題は、景気の回復と並んで、日本経済の大きな課題と考

えられている。 
 
２．建設部門の動向 
（１）我が国の建設投資額は 1997 年度以降、減少を続けており、2002 年度の投資額は

56 兆 3322 億円と予測されており、ピーク時である 1992 年の 7 割の水準まで落込む

ことが見込まれている。景気の本格回復が達成され、それが民間建設市場に反映され

るまでにはまだ当分時間を要すことが見込まれ、また公共工事縮小の流れの中で、今

後 5 年間を見た場合、建設投資が縮小傾向を辿ることは不可避であろう。中長期的に

も、財政の逼迫、高齢化・人口減少などのマイナス要因により、当面、一層の縮小は

避けられないであろう。 
 
（２）日本国内においては、バブル崩壊以降、民間建設投資が低調に推移する一方で、

政府建設投資は、高水準で推移してきた。これは景気回復を目的とした数次にわたる
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経済対策により、公共事業が積極的に行われたことによるものである。民間建設の大

幅な減少により縮小する建設投資を、公共事業が下支えしたことにより、建設投資は

急激な減少を免れたといえる。 
    しかし、経済の低迷による財源不足の中、積極的な財政運営を数年にわたり継続し

て行ってきた結果、財政状況が急速に悪化してきている。とりわけ、地方自治体の懐

は危機的であり、もはや国が景気浮揚のための公共事業の投入を促しても、対応でき

ない状態に陥っている。実際、地方自治体が個別の財源で行う地方単独事業は、ここ

数年、連続して減少しており、地方財政による公共事業は限界を迎えている。もはや、

建設投資の下支えを財政に頼ることは困難になってきているといえよう 
 
（３）2001 年度の建設投資は政府建設投資が 3 年連続減となる名目△9.5%、民間住宅投

資は雇用・所得環境の悪化から同△8.8％、民間非住宅建設投資も投資環境の悪化か

ら同△12.2%と、3 部門とも大幅に減少し、建設投資全体で前年度比名目△9.2％とな

る。 
  2002 年度は、建設投資全体で前年度比名目△6.8％の 56 兆 3322 億円と 16 年ぶり

に 60 兆円を割込む。政府建設投資は、当初予算において公共事業費が△10.7％削減

されたのに加え、地方単独事業も大幅に減少することが確実視され、政府建設投資全

体で同△9.4％と昨年度と同程度落込む。民間住宅投資も住宅ローン減税による下支

えがあるものの、消費者心理の改善の足取りが重いことが予測され、同△6.6％と 3
年連続の減となる。民間非住宅建設投資は、建築・土木とも明るい材料に乏しく、引

き続き減少基調が続き同△2.0％となる。 
 2003 年度は、建設投資全体で前年度比名目△3.9%の 54 兆 1541 億円となる。政府

建設投資は、当初予算は横這い、補正予算の追加措置がないとの前提に立つと、補正

予算による繰越分がなくなるため、前年度比名目△6.9%の減となる。民間住宅投資も

持家及び分譲など一部に下げ止まりの兆しも見られるが、本格的な回復までには至ら

ず、同△1.4%と減少基調が続く。民間非住宅建設投資も引き続き減少基調が続き同△

1.3%と予測されている。 
 
３．建設産業の監督と規制 
 日本においては国土交通省が建設産業全体の監督を行っており、建設業者の許可・審査

や入札制度改革等建設産業に係る様々な業務を行っている。また、国土交通省の他、地方

自治体や特殊法人などの公的発注機関は、国土交通省の監督内容を基本として、独自の建

設業者の審査・登録を行うなど、発注者としての建設業者の監督を行っている。 

 入札制度については、近年の国際化の流れを受け、一般競争入札を採用する発注機関も

増加し、技術提案を受け付ける VE 方式や、工事物の機能や品質を総合的に評価する総合評

価落札方式など新たな入札方式も採用されている。 
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４．建設産業の発展向上 
 建設産業の発展向上のための施策は多岐にわたるが、ISO9000s 適用による品質保証の

向上、現場労働者及び監督者のスキルの向上、ヒューマン・エラーの防止による工事の安

全性の向上等があり、また、建設分野におけるＩＴの活用、新素材耐震補強工法等の研究

開発、建設リサイクル法の制定等の環境保護政策等がある。 
 
５．建設サービスのグローバル化 
（１）日本の建設市場は、従来から建設業許可取得要件などをはじめ、国内企業と外国企

業を全く差別しないものである。94 年には、入札・契約手続の透明性・客観性及び

競争性を高め、内外無差別の原則を徹底すること等を目的とした行動計画が定められ、

9６年のＷＴＯ政府調達協定の発効に至っている。 
      現在、日本国内において建設業許可を取得している外国建設会社（外国法人＋外資

系日本法人）のうち、アジア系は 2001 年度で 10 社となっている。 
 
（２）一方、アジア建設市場は、日本の建設会社の海外での最大市場であり、2001 年度の

海外建設工事受注額全体の 70％がアジアにおける受注である。 
   アジア市場における活動のなかで、日本は、ODA の一環として、建設業の技術、

経営ノウハウの移転等の技術協力を行っている。また、受注プロジェクトを通じて、

日系建設会社はＪＶの構成員、サブコントラクターである地元企業と協力関係を築き､

工程管理、品質管理などの面で可能な技術移転を行っている｡ 
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第２章 日本経済及び建設産業の現状と展望 

 

２．１ 主要なマクロ経済指標 
表２－１  主要マクロ経済指標 

1998 1999 2000 2001 2002
GDPと構成要素　（金額単位：億円）

GDP(実質値） 5,172,204 5,269,504 5,356,903 5,265,241 5,264,866
GDP成長率（％） △ 0.8 1.9 1.7 △ 1.7 0.0
GDP(名目値) 5,132,448 5,143,487 5,130,060 4,972,186 4,915,429

農林水産業・鉱業総生産高 89,932 82,382 76,320 － -
成長率（％） △ 2.0 △ 8.4 △ 7.4 － －
製造業総生産高 1,134,722 1,109,888 1,109,269 － －
成長率（％） △ 5.0 △ 2.2 △ 0.1 － －
サービス業 3,752,703 3,752,353 3,777,580 － －
成長率（％） 0.5 △ 0.0 0.7 － －
建設業総生産高 397,399 384,955 376,358 － －
成長率（％） △ 3.8 △ 3.1 △ 2.2 － －

人口関係の指標
人口（千人） 126,420 126,665 126,892 127,100 127,286
人口増加率（％） 0.20 0.19 0.37 0.34 0.31
労働力人口（千人） 67,930 67,790 67,660 67,520 67,080
労働力人口伸び率（％） 0.09 △ 0.21 △ 0.40 △ 0.40 △ 0.86
失業率（％） 4.1% 4.7% 4.7% 4.8% 5.0%

金融・財政の指標
短期金利（％） 0.66 0.17 0.23 0.13 0.13
長期金利（％） 0.972 1.836 1.663 1.311 1.399
消費者物価指数（％） 101.0 100.5 99.9 98.9 98.4
短期プライムレート（％） 1.500 1.375 1.500 1.375 1.375
長期プライムレート（％） 2.2 2.2 2.1 1.85 2.1
対米ドル平均為替レート 130.90 113.91 107.77 121.53 133.52

資料：建設経済予測（建設経済研究所 02.05）、　国民経済計算年報（内閣府 02.03）、
　　　　人口問題研究所HP、海外経済ﾃﾞｰﾀ（内閣府 02.04）、
　　　　総務庁HP、金融経済統計月報（日本銀行調査統計局 02.05）
注１：GDP、総生産高は年度値。GDP2002年度は予測。実質値は1995年度価格
注2：総生産高はすべて名目値
注3：人口は推計値
注4：労働力人口と失業率は季節調整済数値。02年は5月現在の数値
注5：消費者物価指数は2000年を100とした
注6：2002年の金利は3月末時点、それ以外は各年末の数値
注7：短期金利は、国内コマーシャルペーパー発行平均金利を採用した
注8：長期金利は、長期国債（10年物）応募者利回を採用した
注9：2002年の消費者物価指数は、4月末時点
注10：基準貸出金利（Commercial Bankｓ）は、短期プライムレートを採用した
注11：基準貸出金利（Finance Companies）は、長期プライムレートを採用した
注12：為替レートは2002年は2月の平均値、それ以外は各年の平均値  
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２．１．１  国内経済の概観 

 
  2002 年 3 月の月例経済報告において、日本政府は景気の基調判断を「依然厳しい状況

にあるが、一部に下げ止まりの兆しがみられる」と１年９ヶ月ぶりに上方修正し、「悪化」

という表現を 10 ヶ月ぶりに基調判断から削除した。その後、同年 5 月の月例経済報告に

おいては、基調判断を「景気は依然厳しい状況にあるが、底入れしている」とし、景気底

入れを明記した。低迷を続けた日本経済にも輸出主導でようやく薄明かりが射してきた。 
2001 年度の我が国の国内総生産（ＧＤＰ）は名目で 497 兆 2186 億円、実質経済成長率

は、△1.7％と 98 年度以来 3 年ぶりのマイナス成長となり、マイナス幅も比較可能な 1980
年度以降最大幅を記録した。これは、不良債権問題、過剰債務問題、厳しい雇用情勢、財

政や社会保障制度の持続可能性への不安などが民間需要を低迷させたことに起因するもの

と考えられる。この現状を打破すべく、2001 年 4 月に発足した小泉内閣は「改革なくし

て成長なし」の理念の下、現在に至るまで経済・財政、行政、社会など各般に亘る構造改

革を推進している。 
一方、景気対策のための積極的な財政出動、大型減税や、不況による税収の停滞により、

国債・借入金・政府短期証券（ＦＢ）を合計した 2001 年度末時点の国の債務残高は、607
兆 3122 億円となり、初めて 600 兆円を突破し過去最高を更新した。これは日本の GDP
（2001 年度名目 497 兆円）を大きく上回る数字である。中長期的には、この巨額の債務

残高が経済に歪みをもたらすものと考えられ、財政再建の問題は、景気の回復と並んで、

日本経済の大きな課題と考えられている。 
小泉内閣は、2001 年 6 月、「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本

方針」（「骨太の方針」）を閣議決定し、広範な構造改革を推進するとともに、「改革先行プ

ログラム」、「緊急対応プログラム」を策定するなど、景気・雇用情勢に適切かつ機動的な

政策対応を行った。また、2002 年１月には「構造改革と経済財政の中期展望」を策定し、

我が国が目指す経済社会と、それを実現するための経済財政運営について民間需要主導の

着実な成長と効率的で持続可能な財政に向けての展望を示した。これに続き、2002 年 6
月には、構造改革特区の創設などからなる「経済活性化戦略」、所得税・住民税・法人に対

する課税の負担構造などを柱とする「税制改革」、小さな政府を実現する「歳出改革」を掲

げた「経済財政と構造改革に関する基本方針 2002」を閣議決定した。現状は、この一両年

の経済運営における最重要課題であるデフレの克服のため、当該方針を可能な限り早期に

実施に移すなど、政府・日本銀行が一体となって総合的な取組を行っている段階にある。 
 
 
 
 
 
 

 8 
 



２．１．２  2002 年前半の経済状況 

 
  2002 年 6 月 7 日発表された 2002 年 1-3 月期の実質国内総生産（GDP）は、前期比 1.4％
となった。米国・アジア経済がＩＴ不況や米中枢同時テロの影響から立ち直ったため輸出

が増加したほか、ＧＤＰの約 60％を占める個人消費が前期比 1.6％増と２四半期連続で増

加した。一方で企業の投資意欲の落ち込みを背景に、設備投資が前期比△3.2％、住宅投資

が同△2.3％となり、設備投資と同様２四半期連続で減少した。 
各論について詳細に触れると、設備投資は、生産及び企業収益の減少等を背景に 2001

年以降減少が続いている。需要側統計である「法人企業統計季報」でみると、2001 年 1－
3 月期以降減少が続いている。また機械設備投資の供給側統計である「資本財出荷」も 2001
年以降減少が続いている。今後の動向については、先行指標である機械受注が 2002 年 4
－6 月期も減少の見通しとなっていることなどから製造業・非製造業ともに減少が続くも

のと思われる。また、住宅建設は所得・雇用環境の悪化などから消費マインドの低下を受

けて弱含んだ状態にある。公共投資も 2002 年度予算で国の公共投資関係費が 10.7％、地

方単独事業費が 10.0％削減されたことを受けて、総じて低調に推移している。一方で、輸

出は世界的な生産回復を受けて、半導体等電子部品など電気機器が増加するなど全体とし

て増加している。個人消費についても横這いで推移するなかで一部に底固さも見られる。

所得面で弱い動きが続いていることなどから、全体的な基調の改善には至らないものの、

消費者マインドに改善の動きが見られることなどから、一部の業種や支出項目においては、

増加の動きが見られる。また、 
  以上のように 2002 年前半の日本経済は、輸出主導で回復軌道に乗ったと言える。 
 
 ２．２  今後５年の日本経済の展望 

 
  日本政府は、引き続き今後 2－3 年間は集中調整期間として、不良債権の最終処理や財

政構造改革、規制改革など大胆な構造改革へと取り組むこととなる。 
  しかしながら、その後の日本経済の展望も決して楽観されるものではない。今後の日本

経済を制約する要因として、高齢化・人口減少が予測されている。国立社会保障・人口問

題研究所の調べによれば、2000 年に 1 億 2,693 万人（国勢調査）であった日本の総人口

は、今後も緩やかに増加し 2006 年に 1 億 2,774 万人でピークに達した後、以後長期の人

口減少過程に入る。同時に高齢化が加速度的に進み、老年（65 歳以上）人口の推移をみる

と、現在の 2,200 万人から 2013 年に 3,000 万人を突破し、2018 年の 3,417 万人へと急速

な増加を続ける。人口減少は経済規模の低下につながり、高齢化は税金や社会保障等、現

役世代の負担の増加を余儀なくする。また、貯蓄率の低下が見込まれ、社会全体としての

投資財源が減少する。2010 年頃には、人口減少のテンポはまだ緩やかであるが、際立った

技術革新、生産性向上を達成しなければ、中長期的に日本経済が成長軌道を進み続けるこ

とは困難となろう。 
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  また、高齢化は社会保障費を中心に財政への依存の増大をもたらし、財政再建の課題を

さらに難しくさせる。経済が自律回復の軌道に到達した後には、行政の合理化・効率化等

により財政再建を速やかに推進する必要がある。 
  一方、これからの経済に影響するトレンドとして、世界経済のグローバル化がある。東

西冷戦の終結から、ほとんどの国が市場経済化し、また情報化革命が世界の市場を密接な

ものにするなかで、日本が世界に通用する高い競争力を培うためには、規制緩和、IT 革命

の推進や交通・通信ネットワークインフラの整備等の取組みが不可欠となる。アジアの中

の日本としての観点からは、各国への技術移転、日本市場の解放等を進めるとともに、ア

ジア地域内の経済連携の促進にも今以上に積極的な役割を果していくべきであろう。 
  さらに、今後の動きとして、地球環境問題が経済に与える影響が更に強まると考えられ

る。既に地球温暖化問題を始めとして国境を越えた取組みが始まっているが、日本は国際

的な枠組み作りや環境分野の政府開発援助に力を入れていく。国内的には廃棄物処理・リ

サイクルを課題とした循環型経済社会への移行が進められる。 
  以上見てきたように、今後５年の日本経済は、決して楽観視できるものではなく、様々

な問題が山積している。成長の時代から成熟の時代へ移行したこれからの日本経済を実り

多きものにするためには、今以上の叡智と努力が不可欠であろう。 
 
２.３ 建設産業の概観 

 

２．３．１ 建設産業の概観  

 

我が国の建設投資額は 1997 年度以降、減少を続けており、2002 年度の投資額は 56 兆

3322 億円と予測されており、ピーク時である 1992 年の 7 割の水準まで落込むことが見込

まれている。 
  バブル崩壊以降、民間建設投資が低調に推移する一方で、政府建設投資は、高水準で推

移してきた。これは景気回復を目的とした数次にわたる経済対策により、公共事業が積極

的に行われたことによるものである。民間建設の大幅な減少により縮小する建設投資を、

公共事業が下支えしたことにより、建設投資は急激な減少を免れたといえる。 
  しかし、経済の低迷による財源不足の中、積極的な財政運営を数年にわたり継続して行

ってきた結果、財政状況が急速に悪化してきている。とりわけ、地方自治体の懐は危機的

であり、もはや国が景気浮揚のための公共事業の投入を促しても、対応できない状態に陥

っている。実際、地方自治体が個別の財源で行う地方単独事業は、ここ数年、連続して減

少しており、地方財政による公共事業は限界を迎えている。もはや、建設投資の下支えを

財政に頼ることは困難になってきているといえよう。 
下図は 1985 年度からの建設投資額（名目）、建設業許可業者数及び建設業就業者数の推

移を示したものである。建設投資額は、1985 年度以降拡大を続け、1992 年度には 84 兆

円に達した。しかし、バブル崩壊後、減少傾向に転じ、1998 年度までは 70 兆円台を維持
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したが、1999 年度以降は 70 兆円を下回り、2002 年度には 60 兆円を割り込むと予測され

ている。一方、建設業許可業者数と建設業就業者数については、1990 年以降、許可業者数

は 2000 年まで、就業者数は 1997 年まで増加を続け、近年減少に転じているが、建設投資

額がほぼ同水準である 1987 年と比較してみると、許可業者数は 1.15 倍（7.5 万社増）で

あり、就業者数は 1.19 倍（99 万人増）となっており、高い水準にある。 
 
 

図２－１ 建設投資額（名目）、許可業者数及び就業者数の推移 
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注 1）建設投資額：2001 年度までは国土交通省公表数値による。また、2002 年度からは 

（財）建設経済研究所の予測値による。年度ベース。 
注 2）許可業者数：各年 3 月末現在の数値 
注 3）就業者数：年平均。 
資料：国土交通省「平成 14 年度建設投資見通し」、（財）建設経済研究所「建設経済予測

（2002.5）」、国土交通省「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」 
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２．３．２  不動産市場 
 
（１） 主要都市の土地価格の推移 
   
  国土交通省「地価公示」によると、2002 年の地価の変動率は、全国平均で住宅地△5.2％
（2001 年△4.2％）、商業地△8.3％（2001 年△7.5％）で、バブル経済崩壊以降、11 年連

続の下落となった。大都市圏・地方ともに昨年を上回る下げ幅であり、地価が下げ止まる

兆しは見られない。 
表２－２  地価公示の推移（対前年比伸び率） 

                                                                     単位：％ 

用  途 1997 1998 1999 2000 2001 2002
全  国 全用途平均 △ 2.9 △ 2.4 △ 4.6 △ 4.9 △ 4.9 △ 5.9

商業地 △ 7.8 △ 6.1 △ 8.1 △ 8.0 △ 7.5 △ 8.3
住宅地 △ 1.6 △ 1.4 △ 3.8 △ 4.1 △ 4.2 △ 5.2

東京圏 全用途平均 △ 5.1 △ 3.9 △ 7.1 △ 7.4 △ 6.4 △ 6.4
商業地 △ 13.2 △ 8.2 △ 10.1 △ 9.6 △ 8.0 △ 7.4
住宅地 △ 3.4 △ 3.0 △ 6.4 △ 6.8 △ 5.8 △ 5.9

大阪圏 全用途平均 △ 3.4 △ 2.3 △ 5.9 △ 6.9 △ 7.4 △ 9.1
商業地 △ 9.9 △ 6.8 △ 9.6 △ 11.3 △ 11.0 △ 11.3
住宅地 △ 2.2 △ 1.5 △ 5.2 △ 6.1 △ 6.7 △ 8.6

名古屋圏 全用途平均 △ 3.0 △ 1.9 △ 4.9 △ 3.0 △ 2.8 △ 5.3
商業地 △ 8.5 △ 6.2 △ 11.2 △ 7.3 △ 5.6 △ 8.1
住宅地 △ 1.7 △ 0.8 △ 3.3 △ 1.8 △ 1.9 △ 4.4

三大圏平均 全用途平均 △ 4.3 △ 3.2 △ 6.4 △ 6.6 △ 6.1 △ 6.9
商業地 △ 11.5 △ 7.5 △ 10.2 △ 9.6 △ 8.3 △ 8.5
住宅地 △ 2.8 △ 2.2 △ 5.7 △ 5.9 △ 5.6 △ 6.5

地方平均 全用途平均 △ 1.6 △ 1.7 △ 3.0 △ 3.4 △ 3.8 △ 5.0
商業地 △ 5.4 △ 5.1 △ 6.8 △ 7.0 △ 7.0 △ 8.1
住宅地 △ 0.4 △ 0.6 △ 1.9 △ 2.3 △ 2.8 △ 4.0

地   域

 

注）国土交通省「地価公示」より作成 
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図２－２  住宅地地価の推移（指数） 
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注）国土交通省「地価公示」より作成 

 
 
 

図２－３  商業地地価の推移（指数） 
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注）国土交通省「地価公示」より作成 
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（２） 主要都市の賃料の推移 
 
  東京都 23 区のオフィス空室率は、2002 年 3 月現在で 4.5％であった。これは前年同期

比で 0.9 ポイント増加した。景気動向の先行きの不透明さと、今後の供給増加を見越した

借り控え等からオフィス需要が顕在化しにくい状況になっている。平均募集賃料は、対前

期比 1.5％低下し、4,233 円／㎡となった。緩やかな下落基調が続いている。 
  大阪においても空室率は前年同期比 0.9 ポイント悪化し、名古屋も同 0.3 ポイント悪化

するなど、オフィス需要の動きは鈍い。足元の動きの不安定さを受けて、平均募集賃料は、

依然として低下傾向が続いている。 
 

図２－４  オフィスの空室率と平均募集賃料（東京都 23 区） 
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注）生駒シービー・リチャードエリス(株)「オフィスマーケットリポート」より作成 

 

 

表２－３  オフィスの平均募集賃料と空室率 

単位：円／㎡ 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
東京 平均募集賃料 4,885 4,730 4,648 4,627 4,418 4,279 4,233

空室率 6.0% 4.7% 5.4% 5.3% 5.2% 3.6% 4.5%
大阪 平均募集賃料 3,691 3,555 3,485 3,445 3,391 3,255 3,064

空室率 6.4% 5.7% 7.3% 7.5% 8.9% 8.5% 9.4%
名古屋 平均募集賃料 3,191 3,197 3,188 3,139 3,112 3,082 3,018

空室率 4.5% 3.7% 4.8% 5.1% 5.8% 6.1% 6.4%  

注）生駒シービー・リチャードエリス(株)「オフィスマーケットリポート」より作成 
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（３） 住宅の価格 
 
  建売住宅、分譲住宅とも、90、91 年のバブル期を頂点に低下し、その後ほぼ横ばいで推

移していたが、2000 年に入ると下落傾向を見せた。 
 

図２－５  平均価格の推移（建売住宅） 
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注）１．（社）都市開発協会「民間企業による宅地・建物供給実績調査報告書」より作成 
    ２．地域区分は次の通りである 
    東 京 圏…東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県 
   名古屋圏…愛知県、三重県、岐阜県 
   大 阪 圏…大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県 
 

図２－６  平均価格の推移（マンション） 
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注）１．(株)不動産経済研究所「全国マンション市場動向」より作成 
    ２．地域区分は次の通りである 
   東京圏…東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 
   近畿圏…大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県 
    ３．リゾートマンションは除く 
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２．３．３ コンサルタント・請負者・資機材供給者・技術者・労働者について 
 
（１）コンサルタントの状況 
 主要な建設コンサルタント（土木）、測量会社及び地質調査会社の 2001 年度の契約金額

と契約件数は以下の通りである。件数、金額とも前年度比二桁以上の減少率を記録し、市

場の一層の冷え込みを強く物語っている。また、建築設計会社の実施設計着手面積は、1999
年度は大幅な伸びを見せたものの、2000 年度は再びマイナスに転じ、2001 年度は前年度

比マイナス 17％と大きく減少した。 
 

表２－４ 地質調査会社 契約金額・件数の推移 
1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度

件数 33,482 30,327 30,575 30,246 29,177 25,203
件数前年度伸び率、％ -4.1 -9.4 0.8 -1.1 -3.5 -13.6
契約金額（百万円） 161,046 139,206 144,809 139,191 124,525 105,955
金額前年度伸び率、％ -9.4 -13.6 4.0 -3.9 -10.5 -14.9  
      出所：国土交通省 建設関連業等動態調査 

      注）測量会社 50 社を有意抽出して集計している。 

 
表２－５ 測量会社 契約金額・件数の推移 
1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度

件数 40,135 36,513 33,462 30,002 33,993 34,339
件数前年度伸び率、％ 1.7 -9.0 -8.4 -10.3 13.3 1.0
契約金額（百万円） 143,384 127,446 126,704 112,776 109,539 93,587
金額前年度伸び率、％ -5.5 -11.1 -0.6 -11.0 -2.9 -14.6  
      出所：国土交通省 建設関連業等動態調査 

      注）測量会社 50 社を有意抽出して集計している。 

 
表２－６ 建設コンサルタント（土木） 契約金額・件数の推移 

1994年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度

件数 43,432 47,646 47,526 45,410 46,875 45,432 48,210 52,467
件数前年度伸び率、％ － 9.7 -0.3 -4.5 3.2 -3.1 6.1 8.8
契約金額（百万円） 468,716 523,596 516,205 484,146 506,773 465,843 466,852 445,133
金額前年度伸び率、％ － 11.7 -1.4 -6.2 4.7 -8.1 0.2 -4.7  
出所：国土交通省 建設関連業等動態調査 

注）建設コンサルタント会社 50 社を有意抽出して集計している。 
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表２－７ 建築設計会社 実施設計着手面積の推移（1996－2001 年度） 

1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度

実施設計着手面積 29,683 29,995 25,045 27,420 26,884 22,302
対前年度伸び率、％ -3.1 1.1 -16.5 9.5 -2.0% -17.0%  

       出所：国土交通省 建設関連業等動態調査        面積単位：1,000 ㎡ 

       注）建築設計会社 90 社を有意抽出して集計している。 
 
 
（２）コンサルタントの登録数の推移 
 地質調査業、測量業及び建設コンサルタント(土木)業者の登録数は、年々増加する傾向

にある（表 2－8 参照）。 
 

表２－８ コンサルタントの登録数の推移（1994～2000 年度） 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
地質調査業 994 1,040 1,103 1,147 1,209 1,238 1,297
対前年度増加率(％) 5.1 4.6 6.1 4.0 5.1 2.4 4.8
測量業 12,554 12,913 13,310 13,689 14,003 14,325 14,427
対前年度増加率(％) 2.7 2.9 3.1 2.8 2.3 2.3 0.7
建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 2,619 2,720 2,893 3,076 3,277 3,426 3,686
対前年度増加率(％) 5.6 3.9 6.4 6.3 6.5 4.5 7.6  
   出所：国土交通省 

 
 
（３）建設技術に係る資格制度 
＜測量士＞ 
 わが国の測量法では、基本測量及び公共測量の正確さを確保するため、測量の計画・実

施に従事する技術者資格（測量士・測量士補）を設け、測量技術の維持向上を図っている。

測量士及び測量士補の資格は、試験合格者等の登録により生じ、その状況は、表 2－9 の

とおりである。 
 

表２－９ 測量士・測量士補の年度別登録者の推移 
                                単位：人 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
測量士 1,967 2,042 2,434 5,020 5,000 7,408 6,142
測量士補 11,400 13,100 14,100 13,700 12,800 14,500 14,500  
   出所：国土交通省 
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＜建築士＞ 
 建築士法では、建築物の設計・工事監理を行なう技術者の資格を定めており、免許登録

の状況は表 2－10 のとおりである。 
 

表２－１０ 建築士数の推移（登録ベース） 

1951 1970 1985 1992 1993 1994 1995
1級建築士 15,819 152,017 197,507 243,906 250,688 257,466 264,398
2級建築士 16,199 407,203 469,136 531,840 541,256 553,999 566,791

1996 1997 1998 1999 2000
1級建築士 271,231 278,184 285,255 292,620 299,247
2級建築士 581,261 595,836 610,686 625,719 637,850  
 出所：国土交通省 
 
＜技術検定等＞ 
 わが国では、建設工事の施工技術の向上をはかるため、建設工事に従事する者に対して、

建設業法に基づく技術検定が毎年実施されている。技術検定の種目及び合格者数は、表２

－11 のとおりである。 
 

表２－１１ 技術検定合格者数 
                                    単位：人 

1級 2級 1級 2級 1級 2級 1級 2級 1級 2級 1級 2級

1995 768 6,246 13,437 36,902 3,781 10,982 4,758 5,810 7,306 22,720 7,312 6,215

1996 794 6,514 21,064 39,888 6,046 15,568 6,189 7,141 9,831 24,890 10,049 4,714

1997 991 6,700 21,641 46,072 6,952 13,408 4,566 7,882 10,321 35,850 6,559 5,439

1998 922 6,566 18,970 39,798 6,642 16,512 4,670 6,802 7,078 23,881 6,533 5,398

1999 871 6,839 23,896 49,495 5,511 28,370 3,835 5,993 10,809 20,414 5,798 6,059

2000 867 5,671 25,312 45,640 9,073 22,302 5,310 6,925 7,939 31,890 8,558 6,755

制度発足後
合格者累計 16,190 108,789 464,608 1,118,760 106,984 292,593 78,119 137,580 170,420 306,816 119,655 162,836

建築施工管理
（1983年度）

電気工事施工管理
（1988年度）

建設機械施工
（1960年度）

土木施工管理
（1969年度）

管工事施工管理
（1972年度）

造園施工管理
（1975年度）

 
出所：国土交通省 
注）カッコ内年度は制度創設年度 
 
（４）技術資格の海外との相互承認 
 近年、公共工事の入札・契約制度の改革、WTO の新たな「政府調達に関する協定」の

発効など、建設コンサルタントサービスを含むわが国の建設市場の国際化が急速に進展し

ており、わが国が属する APEC 域内においても、相互承認のフレームワーク及び相互承認

の具体的手続き・機構について検討が進められている。 
 共通の基盤で技術者の評価ができるような、国際的に整合性の取れた技術者資格の相互

承認制度の確立は、公共工事における建設コンサルタント業務の品質確保の観点や、わが
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国建設コンサルタントの海外活動のためにも重要な課題となっている。 
 そこで、国土交通省では、「技術者資格検討委員会」を設置し、技術者資格の相互承認の

あり方や、活用方策などの検討を進めている。 
 
（５）請負業者の状況 
 大手 50 社の公共工事の受注状況を見ると、94 年度を 100 とした場合、95 年度以降減少

傾向をたどり、2001 年度においては公共投資削減の影響もあり、94 年度の 6 割程度にま

で落ち込んでいる。（図 2－7 及び付属資料 A５の表を参照）。 
図２－７ 大手建設会社の公共工事受注の推移 
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大手50社公共工事
受注

 

出所：国土交通省、建設工事受注動態統計調査（大手 50 社） 

注）1994＝100 
  

また、民間工事においても、景気の低迷の影響を受け、大手 50 社の受注は、94 年度の

8 割を切る水準まで落ち込んでおり、極めて厳しい状況となっている（図２－８参照）。 
図２－８ 大手建設会社の民間工事受注の推移 
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出所：国土交通省、建設工事受注動態統計調査（大手 50 社） 
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 注）1994 年＝100 

 
（６）資機材供給者の状況 
 主要建設資材の需要は、1996 年度をピークに減少傾向にあり、1999 年度には普通鉄鋼

材を除いて需要が回復したものの、2001 年度は主要全品目で前年度比マイナスとなった。 
 また、主要建設機械生産額及び台数については、2000 年度は生産額で前年度比微増、台

数では微減となった。 
 

表２－１２ 主要建設資材の販売量、出荷量、受注量の推移 
単位 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度

セメント （販売量等） 1,000ｔ 82,417 76,573 70,719 71,515 71,435 62,222
生コンクリート （出荷量） 1,000m3 180,255 167,621 153,310 151,167 149,501 128,182
木材 （製材品出荷量） 1,000m3 24,395 21,103 18,924 18,369 17,282 14,011
普通鋼鋼材 （建設向け受注量） 1,000ｔ 30,659 28,642 25,715 26,863 28,024 23,829
アスファルト （建設向け販売等量） 1,000ｔ 4,266 4,117 3,777 3,823 3,804 3,075  
出所：国土交通省 
 

表２－１３ 主要建設機械生産額・台数の推移 

1994年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度
主要建設機械年度別生産額 1,442,494 1,424,173 1,542,086 1,385,569 1,021,517 1,000,688 1,043,409
主要建設機械年度別生産台数 462775 433,061 464,550 403,603 310,165 324,623 322,781  

出所：社団法人 日本建設機械工業会 
 
 
（７）技術者、労働者の状況 
 建設業就業者数は、1997 年以降は減少傾向にある。一方、建設業就業者数に占める、専

門的技術者及びワーカーの割合は、1997 年以降は減少している。また、全産業に占める、

建設業就業者数の割合は、10.1～10.4％と、安定している。 
 

表２－１４ 建設産業就業者数及び技術者・労働者数の推移 

1994 1995 1996 1997 1998 1999
建設業就業者数 6,550 6,630 6,700 6,850 6,620 6,570
対前年伸び率(%) 2.3 1.2 1.0 2.2 -3.5 -0.8

１.専門的技術者数 420 430 430 410 430 420
2.ﾜｰｶｰの数 4,330 4,380 4,420 4,550 4,340 4,320

1.と2.が建設業就業者数に占める割合(%) 72.5 66.1 66.0 66.4 65.6 65.8
全産業就業者数 64,530 64,570 64,860 65,570 65,140 64,620
建設業就業者の占める割合(%) 10.2 10.3 10.3 10.4 10.2 10.2  
出所：総務省統計局 労働力調査年報 単位：千人 
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２.４ 今後５年の建設産業の展望 

 
２．４．１ 建設市場の展望 

 

表２－１５  建設投資の推移 
建設投資
(名目) (単位：億円)

1998 1999 2000 2001 2002 *1 2003 *1

住宅(A) 209,924 217,955 212,500 194,600 180,819 177,914
公共 12,303 10,717 10,900 10,900 9,244 8,707
民間 197,621 207,238 201,500 183,700 171,575 169,207

非住宅(B) 139,191 128,580 123,700 105,600 101,175 100,139
公共 36,472 34,725 30,300 23,700 20,775 20,820
民間 102,719 93,855 93,400 82,000 80,400 79,319

土木(C) 365,154 338,504 328,800 303,900 281,328 263,488
公共 291,155 273,937 263,200 240,900 219,578 202,838
民間 73,999 64,567 65,600 63,000 61,750 60,650

建設投資計(A+B+C) 714,269 685,039 665,000 604,100 563,322 541,541
公共計 339,930 319,379 304,400 275,500 249,597 232,365
民間計 374,339 365,660 360,600 328,600 313,725 309,176

 *1  2002,2003は予測

(実質伸び率) 
1998
(%)

1999
(%)

2000
(%)

2001
(%)

2002 *2

(%)
2002 *2

(%)
住宅(A) -10.0 4.7 -2.5 -7.4 -6.3 -1.7

公共 -8.3 -12.0 1.6 0.9 -15.1 -5.5
民間 -10.1 5.8 -2.7 -7.9 -5.7 -1.5

非住宅(B) -11.6 -6.6 -4.0 -13.8 -3.7 -1.0
公共 -8.4 -3.7 -12.9 -21.1 -12.3 1.0
民間 -12.7 -7.6 -0.7 -11.4 -1.3 -1.5

土木(C) 5.3 -6.3 -3.2 -6.7 -7.3 -5.9
公共 7.6 -5.0 -4.3 -7.6 -8.9 -6.9
民間 -2.8 -11.7 1.3 -3.0 -1.5 -2.1

建設投資計(A+B+C) -3.1 -3.1 -3.1 -8.3 -6.4 -3.7
公共計 5.0 -5.1 -5.0 -8.6 -9.4 -6.2
民間計 -9.5 -1.3 -1.5 -7.9 -3.8 -1.6

 *2  2002,2003は予測  
 
（財）建設経済研究所が行った「建設経済モデルによる建設投資見通し」をもとに、建

設投資の近年の動向と予測について見てみると、2001 年度は政府建設投資が 3 年連続減

となる名目△9.5%、民間住宅投資は雇用・所得環境の悪化から同△8.8％、民間非住宅建

設投資も投資環境の悪化から同△12.2%と、3 部門とも大幅に減少し、建設投資全体で前

年度比名目△9.2％となる。 
  2002 年度は、建設投資全体で前年度比名目△6.8％の 56 兆 3322 億円と 16 年ぶりに 60
兆円を割込む。政府建設投資は、当初予算において公共事業費が△10.7％削減されたのに

加え、地方単独事業も大幅に減少することが確実視され、政府建設投資全体で同△9.4％と

昨年度と同程度落込む。民間住宅投資も住宅ローン減税による下支えがあるものの、消費

者心理の改善の足取りが重いことが予測され、同△6.6％と 3 年連続の減となる。民間非住

宅建設投資は、建築・土木とも明るい材料に乏しく、引き続き減少基調が続き同△2.0％と

なる。 
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 2003 年度は、建設投資全体で前年度比名目△3.9%の 54 兆 1541 億円となる。政府建設

投資は、当初予算は横這い、補正予算の追加措置がないとの前提に立つと、補正予算によ

る繰越分がなくなるため、前年度比名目△6.9%の減となる。民間住宅投資も持家及び分譲

など一部に下げ止まりの兆しも見られるが、本格的な回復までには至らず、同△1.4%と減

少基調が続く。民間非住宅建設投資も引き続き減少基調が続き同△1.3%と予測されている。 
 
当該建設投資予測は、2004 年度以降の予測については現下行われていないが、景気の本

格回復が達成され、それが民間建設市場に反映されるまでにはまだ当分時間を要すことが

見込まれ、また公共工事縮小の流れの中で、今後 5 年間を見た場合、建設投資が縮小傾向

を辿ることは不可避であろう。中長期的にも、財政の逼迫、高齢化・人口減少などのマイ

ナス要因により、当面、一層の縮小は避けられないであろう。 
 

２．４．２ 建設産業の展望 

 
（１）全体的な展望―建設業者数及び就業者数の調整は不可避 

 
90 年代より現在までの建設市場の縮小の特徴を上で述べたわけであるが、許可業者当りの

建設投資額(名目)を見ると、91 年の 1.6 億円から 2002 年には 0.99 億円と 4 割減、また、

就業者一人当りの建設投資額を見ると 91 年の 1360 万円から 2002 年の 960 万円と 3 割減

となり完全な供給力過剰の市場になっている。さらに、今後も建設市場の縮小は政府部門

を中心に不可避の状況の中では、倒産及び就業者の解雇等市場の規模に応じた建設業者数

及び就業者数への調整は避けられないものと予想される。 
 

図２－９ 許可業者及び就業者当りの建設投資の推移 

許可業者&就業者当りの建設投資の推移
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（注）就業者は「労働力調査」（総務省）より。ただし 02 年度は研究所推計、許可業者は「建設業許可

業者調べ」より。 
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（2）地方建設業者―生き残りをかけた経営戦略が必要 

 
上記のとおり建設業者数,就業者数の調整は避けられないわけであるが,こうした中で、

特に 90 年代に良好な経営環境の中にあった公共工事中心の業者は特にこれから厳しい状

況となるとおもわれ、生き残りをかけた経営戦略が必要となる。その際、 
 
①  企業としての生き残りを欲すれば、公共工事以外の建設･建設関連分野へ進出する

とともに、さらなる企業としての成長を目指すならば成長性のある産業分野に活路

を求めることも考えられる. 
②  また、合併も生き残りをかけた経営戦略の一つになりうると考えられる。具体的

には、工事分野・営業エリアの相互補完を目的とした合併が考えられる。民間工事

中心の業者との合併も一つの選択である. 
③ また、資材の共同購買、建設重機や資産・技術の相互利用、技術者の交流を目的と

した提携もありうる。 
 
 (3)全国大手建設業者―事業の重点,範囲の見直しとそれに対応した組織戦略 
 
 つづいて、全国規模ゼネコンの今後の展望であるが、できれば抵抗感の少ない連携・提

携の可能性を模索するものと考えられる。しかし、上で述べた通り経営統合等の動きも見

られるに至り,本年 4 月には大手建設会社 50 社よりはランクが下であるが日東大都工業と

三井不動産建設の経営が統合され(売上 1000 億強のみらい建設グループ誕生)、また、大手

50 社の三井建設と住友建設については１～２年後を見据えた経営統合の話合いが始まっ

たところである。              
 予想される建設市場の縮小の中,大手建設会社は当然,自らの事業の重点、範囲等の見直

し,さらには他企業との提携等に取り組んでいくものを思われるが,その延長上には、合併,
売却、取得等による企業の展開を図っていかざるを得ないと思われる. 

この場合,企業が自らの戦略として積極的に合併、売却等を選択する場合と、外部からの

要因によりやむを得ず行う場合がある。 
 
ⅰ）自らの戦略として行う場合として考えられるのは、 
  イ．スーパーゼネコン等上位のゼネコンについては全面的な合併というものは当面考え

られないが、みずからの企業グループの組織見直しの中で成長が見込まれる特定の分野を

強化するため、不要部門を廃止、売却すると共に、成長部門の強化、企業の買収は大いに

検討すべきである。ところで、大手５社でさえ、連結子会社（平均６０社（２０００年度

末））の売上が本体の４分の１という建設業の本体中心の構造になっている。建設マーケッ

ト縮小に応じて企業グループの縮小という選択もありえようが、企業グループ全体の中長
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期的な維持・拡大を目指すならば、建設業にこだわらず将来成長が見込まれる部門を積極

的に取り込んで「建設･脱建設ミックス型」の企業グループへの展開も一つの選択と考えら

れる。 
  ロ．中下位レベル企業（大手 50 社の中下位またはその下の上場企業クラスで近年の売

上の減少の中、全国規模の営業展開を続けるのが体力的に困難となっている，またはその

ようになる可能性の高く、また、公共工事における上位のランクを維持することが困難と

なってきている企業）については、その企業としての選択としては、ローカル企業に営業

展開を縮小する場合もありえようが、もし全国展開を続けるとすると合併、買収と言う選

択もありえよう。前述した日東大都工業と三井不動産建設の経営統合は正に、各々が売上

高 1000 億円以下の企業が全国展開を図るためにそのような選択をしたものである。 
 
ⅱ）外部からの要因により行う場合として考えられるのは、 

当研究所の｢決算分析｣の対象である大手建設会社は法的整理のため３社減少し、48 社に

なったが、会社の入れ替わりはあるものの、連結の自己資本比率(対総資産)で見ると 1%以

下の会社は 2001 年度中間決算で 7 社(うちマイナス 1 社)であったものが,新たに加わった

会社も含め2001年度決算で未だ6社(うちマイナス３社)有り、さらに今後の売上高の減少、

工事総利益率の減少の中で、2005 年度の有形固定資産の減損会計の導入を控え厳しい状況

に至る企業も予想され、それとの関連で主としてメインバンクのイニシアチブで再編の動

きも有りうると予想される。 
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第３章 建設産業の監督と規制 

 
３．１ 建設産業に対する監督の構造と役割 

 
３．１．１ 政府・地方政府・建設関連団体における建設監督の構造と役割 

 
（建設産業に対する監督について） 

日本の中央省庁における建設産業監督は国土交通省が行っている。国土交通省は、2001
年１月に中央省庁等改革の一環として、国土の総合的、体系的な利用・開発・保全、その

ための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進等を担う責任官庁として、北海道開発庁、

国土庁、運輸省及び建設省を母体として設置された。国土交通省は本省内部部局（大臣官

房、総合政策局など）の他、地方支分部局（全国 8 ブロックの地方整備局、北海道開発局

など）、各種機関（国土交通政策研究所など）から構成されている。 
国土交通省では総合政策局建設業課、建設振興課が建設産業監督業務を行っており、地

方整備局にも同様に建設産業監督を行う部署が設置されている。総合政策局では例えば以

下のような建設産業監督に係る業務を行っている。 
 
省全体の総合的かつ基本的な政策、土地収用、環境、公共用地、事業調整、交通計画、建

設業、労働資材、建設施工、不動産業、宅地、国際関係事務、情報化、調査・統計、建設

産業の再編の促進、競争性・透明性の高い入札制度の企画・指導、不良・不適格業者の排

除など 
 
（発注者としての建設業者監督について） 
 国土交通省を始めとする公的発注機関（地方政府、建設関連団体等）は、工事の発注者

として建設業者の監督を行っている。地方政府については、中央政府と同様に、全国 47
都道府県（東京都、大阪府など）、675 市（横浜市、名古屋市、京都市など）、約 2,500 町

村（2002 年 4 月現在）それぞれに建設行政担当部署があり、建設業者の競争入札参加資

格の審査・認定を行うなど約 59 万 8,000 社（2002 年 4 月現在）の建設業者を監督してい

る。また、特殊法人（日本道路公団など）や地方公社など建設関連団体においても、建設

業者に対し競争入札参加資格の審査・認定を行うなど独自に監督を行っているが、地方政

府および建設関連団体いずれの場合も、国土交通省が行う監督審査内容（経営事項審査や

競争入札参加資格申請など）を基本に監督審査を行うケースが多い。（経営事項審査につい

ては付属資料 A5 参照） 
 このような中央及び地方の建設監督機関は、建設業者が商取引や施工面において法令違

反を犯したり、労働安全面などで事故等重大災害を引き起こした場合には、当該業者に対

し、営業停止や許可の取り消し等の処分を課すことができる。 
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３．２ 建設市場参入への規制 

 
３．２．１ 建設会社への免許及び許可の規制 

  
日本では建設業法に基づいて建設業の営業許可の規制が実施されている。建設業を営も

うとする者は、軽微な工事のみを請け負う者を除き、都道府県知事（一都道府県内のみに

営業所を設ける場合）または国土交通大臣（二以上の都道府県内に営業所を設ける場合）

の許可を受けなければならない。また許可は 5 年ごとに更新することになっている。 
 許可はさらに特定建設業と一般建設業に区分され、土木、建築等 28 の業種別に行われ

る。 
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事の適正な施工の確保の観点から、一般建設業者

に比べて多くの規制が強化されている。発注者から直接請け負った工事について建築一式

工事では 4,500 万円以上、その他の工事では 3,000 万円以上の工事を下請けに出す建設業

者は特定建設業許可を取得する必要がある。 
 建設業許可業者は、元請、下請を問わず請け負った建設工事を施工する場合、その工事

現場における技術上の管理をつかさどる者として、必ず主任技術者を置かなくてはならな

い。また、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、その工事を施工するために

締結した下請契約の請負代金総額が 3,000 万円（建築工事業の場合は 4,500 万円）以上に

なる場合は、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として主任技術者に代え

て監理技術者を置かなくてはならない（日本における外国企業の建設業許可取得状況につ

いては第 5 章および付属資料 A5 参照）。 
 
 
３．３ 公共あるいは政府建設プロジェクトの管理制度 

 
３．３．１ 管理実施団体 

 
 公共工事においては、プロジェクトの管理実施団体は発注者である中央官庁、特殊法人、

地方自治体、地方公益法人等である。これらの団体は、自らが発注・管理するプロジェク

トに関し、入札に参加できる建設業者の審査及び登録を行っている。これは競争入札参加

資格審査と言われ、国土交通省など主な機関では 2 年に一度行われている。発注団体は審

査申請を行った建設業者を、その規模や実績、技術力、経営状況などから審査し、不適格

と判断された業者には入札参加資格は与えられないことになっている。また、審査に合格

した建設業者に対しては、各社の規模や実績に応じて発注団体が個別にランク付けを行い、

業者はランクに応じて受注できる工事の規模が規定されている。国土交通省直轄工事（一

般土木及び建築）の場合、A～E の 5 段階に分かれている。この企業評価のベースになっ
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ているのが国土交通大臣または都道府県知事が行なう経営事項審査である（経営事項審査

については付属資料 A5 参照）。 
 経営事項審査については、建設業法上、公共工事を元請として請け負う場合においては

審査を受ける義務があるため、このような経営事項審査に基づく建設業者のランク付けは

発注機関の殆どが採用している。従って建設業者は、建設業法に基づく許可業者であって

も、原則としてこの競争入札参加資格申請及び審査を経て、当該団体の発注工事の入札参

加資格を得ることが必要となる。 
 
３．３．２ 入札システム 

 
 入札制度については、日本の会計法上、公共工事においては一般競争入札が原則となっ

ているものの、近年に至るまでは指名競争入札を行うケースも多く、地方自治体を始めと

して発注者ごとに異なる入札方式を用いている。しかしながら、WTO に象徴される経済

自由化の流れを受けて、最近では、一般競争入札を採用する発注機関も増加し、また、施

工方法等の技術提案を受け付ける VE（バリュー・エンジニアリング）方式や、工事物の

機能や品質を総合的に評価する総合評価落札方式等、新たな入札方式も採用されている。

（入札方式の詳細については付属資料 A5 参照） 
 また、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札・契約制度の適正化を促

進し、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発展を図る事を目的として、

2001 年 2 月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行された。

これは、①入札・契約の過程、内容の透明性の確保②入札・契約参加者の公正な競争の促

進③不正行為の排除の徹底④公共工事の適正な施工の確保を基本事項として、全ての発注

者に対して（a）毎年度の発注見通しの公表（b）入札・契約に係る情報の公表（c）不正

行為等に関する措置（d）施工体制の適正化などを義務付ける内容となっており、2001 年

度の契約・入札より適用された。 
 
３．３．３ 品質及び安全管理システム 

 
（品質管理） 
 入札・契約制度の改革、建設市場の国際化、建設費縮減の要請、地球環境問題への対応

等、公共事業を取り巻く環境が大きく変化する状況下にあって、品質についてもより高い

水準の向上及び維持に向けて様々な取組みがなされている。国土交通省では、品質マネジ

メントシステムに関する国際規格である ISO9000 シリーズ、環境マネジメントシステム

(EMS)の国際規格である ISO14001 等、マネジメントシステムの公共事業への適用を検討

している。具体的には、2000 年度より公共工事等の品質保証水準の一層の向上などを目指

す観点から、これまでのパイロット事業を一歩進め、一定の範囲の建設工事等において

ISO9000s の認証取得を競争参加資格とする ISO9000s 適用工事等を試行しながら、さら
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に適用の効果を検証することとした。2000 年度における国土交通省の有資格業者の

ISO9000s 認証取得率が 1999 年度に比べ全体的に増加していることから、2001 年度にお

いては、ISO9000 シリーズ適用工事等の試行対象を拡大し、工事 155 件、業務 21 件につ

いて試行することとし、その調査結果により、監督業務の効率化等、受発注者間の役割分

担のあり方について検討を進めていくこととしている。また、環境マネジメントシステム

は、企業が社会的責任を果たすため主体的に取り組むべき性質のものであり、公共事業の

執行者である発注者自らも積極的に関与すべきであるとの観点から、国土交通省では、

1997 年度より 12 の直轄工事事務所において ISO14001 モデル事業を実施している。2001
年度においても引き続きモデル事業を展開するとともに、実態調査を行い、EMS 導入の

効果や課題を把握する予定である。 
 また、工事の品質確保のためには、企業の倒産等による遅延等、様々なリスクを回避す

る必要がある。日本の建設業においてもリスク回避のために様々な方策が取られている。 
前払金保証制度は、公共工事の発注者が、請負者に工事代金の一部（通常請負金額の 40％

以内）を着手時に前払いする場合、保証会社がこれを保証する制度である。具体的には、

請負者の都合により請負契約が解除、又は工事完成保証人に履行請求されたときに、保証

会社が、発注者等に前払金に係る損害を補填する。公共工事の資金は税金など貴重な公共

資金であり、その確実な保証が必要であることから、「公共工事の前払金保証事業に関する

法律」が制定され、保証会社（東日本・西日本・北海道）が登録を受け、前払金保証事業

を行っている。保証会社は、保証弁済に備え保証資本を蓄えると同時に、前払金が当該工

事に適正に使用されるよう使途の厳正な管理を行うことが義務づけられている。この制度

を活用することで、発注者にとっては工事の着工、施工に必要な資金を前払いすることで

的確な工事の完成が期待できること、請負者は前払金を利用することで工事の着工資金の

心配がない等のメリットがある。 
 履行保証制度は、請負契約の確実な履行を担保するための保証措置である。日本の会計

法及び地方自治法においては、請負者に対して契約保証金の納付を義務付けているが、国

債等の有価証券や、保証会社の保証、履行ボンド等を提供することにより契約保証金の納

付に代えることができる。また、履行保証制度には、請負者の契約不履行による損害を金

銭的に補填する「金銭的な保証」と、工事の完成そのものを保証する「役務的な保証」に

大別される。契約保証は、金銭的な保証の一つで、請負者の都合により請負契約が解除さ

れた場合に、保証会社が、保証金額を限度として不履行による損害金を発注者に支払うも

のである。契約保証は、前払金保証契約の特約として位置づけられ、対象とする工事は前

払金の支出が予定されているものに限定されている。 
 この他、工事の入札参加段階で参加企業にあらかじめ金融機関による保証を求める入札

ボンド等、新たな保証制度の導入に関して、国土交通省を中心に検討されている。 
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（安全管理） 
安全については、これまでも、国土交通省が｢建設機械施工安全技術指針｣を策定するな

ど建設施工の安全対策に取り組んできたが、施工条件の複雑化や労働者の高齢化など、建

設現場を取り巻く環境は大きく変化しており、建設業にかかる死亡災害のうち、建設機械

等によるものは 20％以上を占めている状態が依然として続いている。 
 そこで、2000 年度より｢建設施工の安全対策検討分科会｣を設置し事故原因の分析や安全

対策について検討を進めており、今後は、｢建設機械施工安全技術指針｣への反映等建設施

工の安全対策を推進する。また、2001 年度は、2000 年 7 月に噴火し火山噴火活動が続き

有人による施工が危険なため災害復旧が遅れていた三宅島において、迅速な復旧作業を実

施するため無人化施工(UCS：Unmanned Construction System)を本格的に導入した。さ

らに、UCS ガイドブックを作成し、各地方整備局において施工体制等を整備している。 
 実際工事に係わる建設業者においては、元請建設業者及び専門工事業者全体が参加する

安全大会や研修会を定期的に開催し、全従業員に対して安全教育の周知・徹底に努めてい

る。また、個々の現場では、安全スローガンの掲示や点呼確認等、作業員が安全への意識

を常に持ちつづけるための様々な工夫がなされている。 
 
３．３．４ プロジェクトの検査および受諾制度 

 
 公共工事において、完成したプロジェクトの検査については、「公共工事標準請負契約約

款」に規定されている。すなわち、請負者は工事完成時に発注者に通知するものとし、発

注者は、通知を受けた日から 14 日以内に請負者の立会いの下で完成検査をし、検査結果

を請負者に通知しなければならず、検査に合格しているときは、工事目的物の引渡しを受

けなければならない。また、請負者は、完成検査に不合格の場合は不合格部分を修補して

再検査を受けなければならない。 
 検査の方法は、設計図書に定める内容に則して行われる。国の契約については、検査後

に検査調書を作成しなければならないが、地方公共団体等については法令により義務付け

られている訳ではない。なお、会計法令上の検査は、大別して施工中の検査と給付を行う

ための完成に係る検査がある。前者は、工事材料の検査等であり、後者はこの完成検査と、

部分払いのために工事の既成部分を確認するための検査である。「公共工事標準請負契約

約款」では、前者は監督員が、後者は発注者が行うこととしている。 
 請負者は、検査に合格して完成の確認を受けた後に初めて、発注者に工事目的物の引渡

しを申し出ることができ、発注者は申し出を受けたときは直ちに受領しなければならない。

発注者が工事の完成を確認したのに、請負者が引渡しの申し出を行わない場合には、発注

者は請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを行うよう請負者に請求すること

ができる。 
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第４章 建設産業の継続的な進歩と発展 

 
４．１ 生産性 
４．１．１ 従業者１人当たりの付加価値額 
 

表４－１ 従業者１人当たりの付加価値額 
 １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ 

建設業［千円］ ７５２０ ７４８０ ７０００ ７１１０

対前年度比［％］ －１．３１ －０．５３ －６．４２ １．５７

製造業［千円］ ８０１０ ７６５０ ７５００ ７８１０

対前年度比［％］ －０．８７ －４．４９ －１．９６ ４．１３

サービス業［千円］ ５９７０ ５７００ ５８７０ ５７２０

対前年度比［％］ ２．７５ －４．５２ ２．９８ －２．５６

全産業［千円］ ７３４０ ７１２０ ６９４０ ７０２０

対前年度比［％］ ０．００ －３．００ －２．５３ １．１５

注）「財政金融統計月報」（財務省）より作成。 
 
４．１．２ 人・日あたりの施工量 
 
                        表４－２ 人・日あたりの施工量        ［ｍ２／人･日］ 

 １９９５ １９９６ １９９７ 

住 宅 ０．３６１ ０．３５１ ０．３６３ 

商施設 ０．３１６ ０．３７２ ０．４０１ 

工 場 ０．６１３ ０．５２５ ０．２７７ 

注）１．「建築工事原価分析情報」（建設工業経営研究会）より作成。 
     ただし、「建築工事原価分析情報」は絶版につき、統計は 1997 年まで。 
   ２．住宅は集合住宅と独身寮、商施設は事務所と店舗・量販店を対象としている。 

 

４．２ 建設コスト 
４．２．１ 用途別建築施工単価 
                            表４－３ 用途別建築施工単価        単位（千円／ｍ２） 

 居住専用 事務所 店 舗 工場及び作業場 学校の校舎 

1997 169 195 117 115 220 

1998 167 193 115 116 218 

1999 165 205 112 108 216 

2000 162 187 100 104 202 

2001 159 197 116 103 205 

注）１．「建設統計月報」（国土交通省）より作成。 
  ２．施工単価＝工事費予定額／床面積として計算。 
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４．２．２ 建設用材料の平均価格 
 
                        表４－４ 建設用材料の平均価格             単位（円） 

品 名 

 

(単 位) 

セメント 

 

(１t 当たり) 

鉄 筋 

 

(１t 当たり) 

骨 材 

 

(１m3当たり)

砂 

 

(１m3当たり)

生コンクリ－ト 

 

(１m3 当たり) 

既製コンクリ－ト

杭 

(１本当たり) 

1997 9,090 34,600 4,350 4,800 12.200 32,100 

1998 8,850 29,700 4,190 4,710 12,000 32,100 

1999 8,730 25,100 3,900 4,560 11,700 31,140 

2000 8,880 26,300 3,700 4,350 11,700 29,000 

2001 8,650 26,800 3,640 4,150 11,600 28,850 

注）１．「建設物価」（（財）建設物価調査会）より作成。 
  ２．全て東京で調達した場合の価格。 

 種類、規格等 

セメント 普通ポルトランドセメント（バラ） 

鉄筋 異形棒鋼 D19（ＳＤ295A） 

骨材 コンクリ－ト用砕石 20～5mm 

砂 荒目、洗い 

生コンクリ－ト 普通コンクリ－ト（呼び強度 18Ｎ/mm2、スランプ 18cm、最大粗骨

材寸法 25mm） 

既製コンクリ－ト杭 ＰＨＣパイル（Ａ種、φ350×10ｍ） 

 

４．２．３ 建設産業従事者賃金 
 

             表４－５ 建設産業従事者賃金               単位（円） 

 1997 1998 1999 2000 2001 

一級建築士（一月当たり） 452,800 443,900 471,000 451,000 430,600

技能職種計(１日当たり) 15,180 15,060 14,640 14,550 14,620

土工 13,190 13,010 12,910 12,840 12,860

重作業員 14,510 15,940 14,760 13,810 13,440

軽作業員（男） 10,990 10,810 10,770 10,850 10,650

非技能職種 

(１日あたり) 

軽作業員（女） 7,710 7,780 7,550 7,720 7,670

注）１．一級建築士は、「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）の平均月間きま

って支給する現金給与額より作成。 
      ２．技能職種、土工、重作業員、軽作業員は、「屋外労働者職種別賃金調査」

（厚生労働省）より作成。 
  ３．技能職種とは、大工、とび工、石工、左官、電気工、配管工、塗装工、

貨物自動車運転者、板金工、溶接工、機械運転工、鉄筋工、鉄骨工、掘

削・発破工、タイル張工・れんが積工、はつり工、型枠工、建具工、屋

根ふき工、潜函土工、ボ－リング工。 
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４．２．４ 産業別賃金比較 
 
                表４－６ 産業別賃金比較          単位（円／月） 

 1997 1998 1999 2000 2001 

建設業 386,555 374,424 377,894 380,209 370,278 

製造業 375,612 371,437 366,793 371,881 368,200 

サ－ビス業 379,436 378,320 371,942 369,572 366,366 

全産業 371,670 366,481 353,679 355,572 350,009 

注）「毎月勤労統計調査」（厚生労働省）の常用労働者を５人以上雇用する事業所の常用

労働者の現金給与総額より作成。 
 
４．３ 建造物の品質 
４．３．１ 品質保証の向上 

・ISO9000s 適用による品質保証の向上 
 国土交通省は、1996 年度より ISO9000s についての理解を深めるとともに、公共工事へ

のその適用による効果と課題について幅広く検討することを目的に、約 50 件のパイロッ

ト工事を実施してきた。その結果、ISO9000s の適用は、基本的に公共工事等の品質保証

水準を向上させる仕組みとして有効に機能する可能性が高いと判断した。それを踏まえ、

国土交通省は、2000 年度に難易度の高い工事を中心に、ISO9000s の認証取得を入札参加

競争参加資格とした 35 件の工事を試行した。この試行結果を踏まえて、2001 年度はさら

に ISO9000s 適用工事の試行対象を拡大し、監督業務の効率化、提出書類の簡素化を図る

こととしている。 
 
・ISO9000s 認証取得状況 

1995 年より、国内において建設会社の ISO9000s 認証取得が始まった。その後、急速に

認証取得する会社の数が増加し、2002 年 3 月末現在で（財）日本適合性認定協会(JAB)
に登録されている建設部門の認証取得件数は、8,768 件となっている。既に、大手・中堅

ゼネコンではほぼ認証取得が完了しており、現在は地方ゼネコンさらには専門工事業で取

得が進みつつある。 
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  図４－１ 建設部門の ISO9000s 登録件数の推移 
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４．３．２ 現場労働者のスキル向上 
 厚生労働省は、労働者の技能と技能修得意欲の向上を図る目的で「技能検定制度」を実

施している。この制度では、建設関係で鉄筋施工など 38 職種に対して、４等級の技能検定

を設けており、実技試験と学科試験による合否判定を行っている。 

 国土交通省は、いくつかの工事を横断的に施工できる「多能者」、元請の技術者（監督者）

への効率的な施工方法の提案や他の職種の職長との調整が行える「基幹技能者」などの育

成に取り組んでおり、1997 年 4 月に「業種横断的訓練校」を開校している。今後、国土交

通省では基幹技能者の育成促進を図る意味も含め、基幹技能者の評価制度の確立への支援、

基幹技能者の活用を行っている企業に関しては、公的評価制度である専門工事業者企業力

指標などで、評価する仕組みについて検討していく方針である。 

 また、施工現場で働く以前の教育としては、国土交通省では新規社員採用が少なく独自

に社員研修を効率的に実施するのが難しい中小企業、専門工事業者等を対象として、建設

業新入社員研修を実施しており、さらに、建設業界との連携により、工業高校等への器材

の提供、講師の派遣、寄付講座等により、建設技能実習の充実を図る方針である。 

 
４．３．３ 監督者のスキル向上 
 監督者のスキル向上は、主として民間主導にて行われている。各企業において自主的に、

定期的な技術交流会、品質管理教育、安全衛生教育、安全衛生担当者による施工現場への

安全パトロールの実施が行われている。また近年、さらなる技術力の向上を目指すため、

各種施工管理技士および技術士資格修得への支援、ＩＴを活用した施工技術の共有化など

を積極的に実施する企業が増加している。 
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４．３．４ 工事の安全性向上 
国土交通省において、1992年5月に官民協力のもと建設工事の安全性確保を目的に、「総

合的安全対策事業」をたちあげ、推進に努めている。この事業の基本的な方針としては、

法規制強化による推進から、発注者・経営者から現場の技能労働者にいたるまで、建設関

係者一人一人が自律的に安全について考えることに重きを置く方向への変換を目指してい

る。主な方策としては、施工体制台帳の整備による主任技術者等の配置の徹底、教育ビデ

オ等を用いた建設技能労働者に対する教育の徹底、技術者に対する講習の実施があげられ

ている。 

また、国土交通省は 2000 年 5 月に、労働災害の原因分析および防止策に関していっそ

うの推進を図る目的で、建設現場における安全管理活動の効果的な実施、技術者・現場技

能者に対する適正な安全講習の推進、安全活動に係わる情報交換ネットワークの構築など

を、引き続き実施していく計画が発表されている。さらに、ヒューマンエラーによる災害

発生の原因分析、対策の立案にも取り組んでいく方針である。 

最近では、労働衛生マネジメントシステムに基づく安全管理を実施する企業が増えつつ

ある。 

 
表４－７ 建設業の労働災害度数率の推移 

 総合工事業 職別・設備工事業 

１９９７ １．１１ ０．８３ 

１９９８ １．３２ ０．８４ 

１９９９ １．４４ ０．７４ 

２０００ １．１０ ０．７６ 

２００１ １．６１ ０．８１ 

注）１．「労働災害動向調査」（厚生労働省）より作成 

  ２．「度数率」とは、100 万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災

害発生の頻度を表す。 
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４．４ 建設分野の新しい技術開発 

 

表４－８ 新技術の紹介 

新技術とその概要 開発者 

「フラットスラブ免震構造システム」 

柱と連層耐震壁及びフラットスラブ（床板）で構成され、免震装置の最適組み合わせにより、建物の固有

周期を４～６秒に伸ばし、建物の耐震性を高めることを可能とした新しい中高層集合住宅用の免震構造

システム。梁がなく、室内に飛び出す柱もなく、シンプルで開放的な自由な間取りを可能とし、さらに、窓

が上下・左右に大きく取れ、眺めの良い、明るく開放的な室内空間が提供できる。 

竹中工務店 

「トンネル打音診断システム」 

打音診断機「ソニック・マイスター」により、トンネル覆工の健全性を自動で診断するシステム。これまでの

人力作業による打音診断と比較して、確実かつ、3～5 倍の高速な作業が可能になる。また、診断結果は

その場で瞬時に確認することができ、計測データを保存することにより、経年劣化診断に用いることも可能

である。 

大成建設 

「サイバービル」 

電磁波シールド技術を核として、IT 機器の誤動作、電磁波による情報漏洩、無線システム相互の干渉な

どの電磁波に関するトラブルを総合的に解決する建築物。電磁環境計測やシミュレーションなどの技術を

使い、トラブルの発生の有無を予測し、企画から、設計、施工、メンテナンスまでの電磁環境エンジニアリ

ングを行う。 

清水建設 

「ハイブリッﾄﾞ・スリップフォーム工法」 

鋼管を反力架台としスリップフォーム（ＰＣ型枠）を上昇する高橋脚の急高速施工法。鋼管は主鉄筋とし

て本体利用して、帯鉄筋にはＰＣ鋼より線を用いた複合構造である。効果としては、施工安全性の向上、

鉄筋組立過程の省力化、施工速度の向上等があげられる。 

大林組 

「トラップ式ダブルリーフ(WATAR;Wave Trapping Artificial Reef)工法」 

海中に消波構造物を構築することにより、波浪抑制や海岸線の侵食対策を行う工法。従来の工法と比

較して、波高の低減効果が大きいことや、構造がコンパクトであるため工事費を縮減できることが特徴であ

る。また、構造物の一部をプレキャスト化することにより工期を短縮できることや、没水型の構造であるた

め、海岸景観を損ねないなどの特徴がある。 

西松建設 

「親子シ－ルド工法」 

断面の変更が可能なシ－ルド工法で、使用目的に適合したトンネルを経済的かつ効率的に築造する技

術。異なる径のトンネルに１台のシ－ルド機で対応可能。子シ－ルド機で掘進後、親シ－ルド機に合体し

て引き続き掘進する「子→親」タイプと、親子シ－ルド機に子シ－ルド機をあらかじめ内蔵し、親シ－ルド

機の掘進終了後に子シ－ルド機を分離して引き続き掘進する「親→子」タイプがある。 

佐藤工業 

「高耐震性橋脚の急速施工法（ＲＥＥＤ工法）」 

突起付きＨ型鋼（引張力を負担）と高耐久性埋設型枠（圧縮力を負担できる）を使用した鉄骨コンクリート

複合構造橋脚の構造形式と施工法。効果としては、単純作業の繰り返しによる急速施工、剛性の高いＨ

型鋼使用による耐震性の向上、プレキャスト型枠による美観性の向上と耐久性の向上等があげられる。 

前田建設工業

「空気圧によるカプセル式ズリ搬送システム」 

地下空間構築時に発生する掘削ズリをカプセルに積載し、立坑に設置した搬送管路内を流送する気流

によりロープレスで地上部へ搬送排土するシステム。直径 5～15m、深さ 30～1000m の立坑に適用でき、

従来のズリをワイヤーロープで引き上げる方法に比べ、搬送サイクルタイムが約 3 倍高速化できる。積込

みから排土まで完全自動化されており、工事完成後の垂直物流設備としても利用可能である。 

鹿島建設 

「４心円泥水式駅シールド工法」 

４心円泥水式シールド機を用いることにより地下駅を構築する工法で、埋設物が多く、開削が困難な区

間に対して適用される。４心円泥水式シールド機は、左右２つ、中央の上下２つの回転カッターを同一平

面上に装備するものである。 

間組 

「デジタルカメラ式土運船土量検収システム」 

２台のデジタルカメラを用いたステレオ画像計測法により、土運船に積載した土量を自動計測するシステ

ム。同システムは、高い計測精度を保ちながら、従来の機械方式と比べて大幅なコストダウンを可能とする

ものである。また、システムを構成する機器は市販品であるため、廉価かつ保守管理が容易であることや、

土運船側に設備が一切不要であることも特徴として挙げられる。 

五洋建設 
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表４－９ プレキャスト化 

 

 
国内セメント総販売量に対するセメント製品の割合（％） 

１９９５年度 14.5 

１９９６年度 14.5 

１９９７年度 14.6 

１９９８年度 14.1 

１９９９年年度 13.9 

２０００年（暦年） 13.6 

注）セメントハンドブック（2001 年度版）（社団法人セメント協会） 
 
４．５ 建設におけるＩＴの活用とそれに関わる政策 

建設におけるＩＴ技術の活用としては、大手総合建設会社を中心に、インターネットを

利用した資材の電子調達、施工会社の電子募集、協力会社とのエクストラネットを利用し

たデータ（ＣＡＤ、施工情報）の共有化、物流の効率化などが試みられている。 

国土交通省においては、1997 年 6 月に「建設 CALS/EC アクションプログラム」を策定し、

2004 年までに、国土交通省の直轄事業において CALS/EC の実現を目指している。CALS/EC

の目指す主な内容を以下に示す。 

 ・すべての事業に電子調達を活用。 

 ・ＥＤＩ（Electronic Data Interchange）による契約事務の施行。 

 ・全ての公共事業執行に係わる申請・届出のオンライン化。 

 ・事業に関する情報の統合データベース化。 

 ・ＧＩＳ（Geographic Information System）を利用した情報の連携・統合。 

2001 年 10 月より国土交通省の直轄事業で大規模な事業を中心に電子入札を開始して、

2003 年度には全直轄事業で実施する予定である。電子納品については、2001 年 4 月から一

部の事業で実施して、2004 年度には全直轄事業に拡大する予定である。 

また、国土交通省は地方公共団体の CALS/EC への主体的な取り組みを促すための「地方

展開アクションプログラム（全国版）」を策定し、2010 年を目安に、全ての公共事業発注

者への CALS/EC の普及を完了することを目標にしている。 

 

４．６ 建設における主な研究開発 

・新素材耐震補強工法 

 地震の被害を受けた建物や、老朽劣化した建物の既存ＲＣ部材に新素材を張り付けたり、

巻き付けたりすることで、優れた耐震性を得る工法である。近年、簡便な施工・安価な工

事費であることと、無粉塵・無騒音での施工が可能になり、ビルの入居者を転居させずに

「居ながら施工」が行えるようになったことにより、急速に普及してきている。新素材と

しては、炭素繊維シート、アミラド繊維シートなどが挙げられる。 

・蓄熱技術 

 熱エネルギーをいったん蓄え、必要な時に放出する技術である。建物の空調設備などに
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利用され、熱エネルギーの有効利用に役立つ技術として期待されている。最も一般的なも

のは潜熱を利用した氷蓄熱技術で、電気料金の安い夜間に冷水・温水・氷を作成蓄熱し、

昼間の空調に利用するものである。必要となる蓄熱槽に関しても、従来、建物の地下部分

に設置されていたが、最近は居住域の床や壁などを利用する躯体蓄熱や、広域的な地域冷

暖房システムに有効な大深度成層蓄熱の技術に取り組まれている。地域的に利用されてい

る例としては、横浜市「みなとみらい２１地区（ＭＭ２１）」が挙げられる。 

 

表４－１０ 研究開発に関する投資額 

 
研究開発に関する総投資額

［億円］ 

建設産業による投資額 

［億円］ 

建設投資に占める研究

投資額の割合［％］ 

１９９５ ９３，９５９ ２，０４４ ０．２６ 

１９９６ １００，５８４ ２，２４５ ０．２７ 

１９９７ １０６，５８４ ２，２５２ ０．３０ 

１９９８ １０８，００１ １，７６７ ０．２５ 

１９９９ １０６，３０２ １，９９５ ０．２９ 

２０００ １０８，６０２ １，８９３ ０．２８ 

注）「科学技術研究調査報告」（総務省）、「建設投資見通し」（国土交通省）より作成。 
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４．７ 環境保護 

４．７．１ 建設産業に係わる環境政策 

（１）環境影響評価法 

わが国の環境影響評価制度は、閣議決定された「環境影響評価実施要綱」等に基づいて

行政裁量的に実施されていたが、環境基本法及び環境基本計画の制定過程において、制度

の見直しの必要性が指摘されたことから、1997 年に「環境影響評価法（環境アセスメント

法）」が制定されるに至った。 

そして、同法が施行されることによって、ある一定規模以上の事業について事業者は事

業活動に伴う環境への影響を事前に自らの負担で、調査、予測又は評価することが義務づ

けられることとなり、その結果に基づき、その事業に関わる環境の保全について適正に配

慮するものとされることになった。 

画期的なのは、評価を実施する方法を定める際と、評価を実施する際に地元住民の意見

を組み込むことが定められている点である。 
 

表４－１１ 日本の環境関連法案制定の推移 

1967 年 「公害対策基本法」制定 

1968 年 「大気汚染防止法」、「騒音規定法」制定 

1970 年 「公害紛争処理法」、「水質汚濁防止法」、など公害関連 14 法案が可決した第 64 国会（い

わゆる公害国会）が開催 

1971 年 環境庁発足 

「土壌汚染防止法」、「悪臭防止法」制定 

1973 年 「化学物質の審査および製造などの規制に関する法律」制定 

1979 年 「エネルギー使用の合理化に関する法律」（省エネ法）制定 

1984 年 「環境影響評価制度について」閣議決定 

1988 年 「特定物質の規制などによるオゾン層の保護に関する法律」制定 

1991 年 「再生資源の利用の促進に関する法律（リサイクル法）」制定 

1992 年 「特定有害廃棄物などの輸出入等の規制に関する法律」制定 

1993 年 1992 年の地球サミットのリオデジャネイロ宣言をうけて、「環境基本法」を制定 

1994 年 「環境基本計画」を閣議決定 

1995 年 「容器包装廃棄物の分別収集および再商品化の促進等に関する法律」制定 

1997 年 「環境影響評価法（環境アセスメント法）」制定 

1998 年 「地球温暖化対策の推進に関する法律案」閣議決定 

1999 年 「エネルギー使用の合理化に関する法律」（省エネ法）改正 

2000 年 「循環型社会形成推進基本法」「改正廃棄物処理法」「建設工事資材再資源化法（建設リ

サイクル法）」「資源有効利用促進法（改正リサイクル法）」「食品循環資源再利用促進法」

「グリーン購入法」制定 

2001 年 「ＰＣＢ特別措置法」「フロン回収破壊法」制定 
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（２）その他の法律 

 わが国政府は、2000 年度を「循環型社会元年」と位置づけ、基本的な枠組みとして法制

化を図ることを決定したが、この合意を受けて、廃棄物の排出規制や生産者の回収責任な

どリサイクル対策の基本理念を定めた「循環型社会形成推進基本法」がまとめられた。 
また、これに関連して、廃棄物排出企業に最終処分の確認を義務づける「改正廃棄物処

理法」、解体工事業者を登録制度化し、コンクリートとアスファルト、木材の再利用を義務

づける「建設工事資材再資源化法（建設リサイクル法 2002.5 施行）」なども法律がまとめ

られた。 
 

建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約 20％、最終処分量の約 40％、さらには不

法投棄の 90％を占めているとされており、建設廃棄物のリサイクルの推進は重要な課題と

なっている。 
「循環型社会形成推進基本法」や「改正廃棄物処理法」、「建設工事資材再資源化法（建

設リサイクル法）」など、廃棄物の適正処理や再資源化を促進する新しい法律が整備される

中、建設産業は今まで以上の積極的な取り組みと、厳しい目標の達成に迫られている。 
今後、建設産業が社会貢献産業として社会の適正な評価を受けるためにも、リサイクル

行動計画の実行を上げることが不可欠となっている。 
 
４．７．２ ISO14000s の取り組み状況 

 わが国では、現在、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14000s」の認証

を取得する企業が急増している。 
 建設業界においても、企業の社会的使命（社会の要請）、地球環境保全、企業イメージの

向上、企業体質強化、環境管理体制の確立などを理由に認証取得の準備を進めている企業

が多いといわれている。 
（財）日本規格協会がまとめた 2002 年 3 月末現在の ISO14000s 審査登録件数は、総数

8,893 件であり、このうち総合工事業が 628 件（7.0％）、設備工事業が 140 件（1.6％）と

なっている。 
 

４．７．３ エコビジネスの展望 

わが国の建設市場が縮小に向かう中にあって、確実に増加が見込まれる分野がある。維

持補修、福祉、情報などの分野である。環境もこうした成長確実な分野の一つであり、建

設業界は、この環境を切り口にした「エコビジネス」に積極的な取り組みを始めている。 

エコビジネスは、昨年、その定義付けと整理を OECD（経済協力開発機構）が行ない

OECD マニュアルとして公表した。わが国のエコビジネスの動向については、環境省がこ

のマニュアルをもとに現状と将来の市場規模を試算し、公表した（表４－１２参照）。 
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表４－１２ エコビジネス市場規模の現状と将来予測についての推計 

　 　

1997年 2010年 1997年 2010年

A.環境汚染防止 14,214.0 18,843.0 31,125.8 34,035.0

装置及び汚染防止用資材の製造 1,347.5 1,786.0 2,234.6 2,189.3

1.大気汚染防止用 305.2 366.0 482.6 428.6

2.排水処理用 982.4 1,082.8 1,555.0 1,259.3

3.廃棄物処理用 8.9 38.7 20.1 61.1

4.土壌、水質浄化用（地下水を含む） 1.5 240.8 2.4 296.2

5.騒音、振動防止用 14.2 10.4 25.4 14.5

6.環境測定、分析、アセスメント用 35.2 47.3 149.1 129.5

7.その他 － － － －

サービスの提供 8,609.8 10,360.7 24,600.5 25,613.9

8.大気汚染防止 － － － －

9.排水処理 956.9 1,211.1 857.5 799.1

10.廃棄物処理 7,390.4 8,520.2 22,617.4 23,149.6

11.土壌、水質浄化（地下水を含む） 35.6 322.5 129.0 522.3

12.騒音、振動防止 － － － －

13.環境に関する研究開発 － － － －

14.環境に関するエンジニアリング － － － －

15.分析、データ収集、測定、アセスメント 219.7 218.6 951.7 946.9

16.教育、訓練、情報提供 2.1 34.8 13.3 80.6

17.その他 5.1 53.4 31.6 115.4

建設及び機器の据え付け 4,256.7 6,669.4 4,290.6 6,231.8

18.大気汚染防止設備 0.0 5.9 0.0 7.2

19.廃棄処理設備 3,394.2 5,788.4 3,051.5 5,204.0

20.廃棄物処理施設 719.6 642.1 1,110.7 786.8

21.土壌、水質浄化設備 － － － －

22.騒音、振動防止設備 142.9 259.9 128.5 233.7

23.環境測定、分析、アセスメント設備 － － － －

24.その他 － － － －

B.環境負荷低減技術及び製品 225.6 546.4 351.6 877.4

   （装置製造、技術、素材、サービスの提供）

1.環境負荷低減及び省資源型技術、プロセス 0.0 250.0 0.0 574.7

2.環境負荷低減及び省資源型製品 225.6 296.4 351.6 302.7

C.資源有効利用 10,303.1 20,704.9 38,037.1 51,788.3

   （装置製造、技術、素材、サービスの提供、建設、機器の据え付け）

1.室内空気汚染防止 － － － －

2.水供給 28.8 105.1 33.7 171.0

3.再生素材 3,745.1 8,850.6 8,708.1 16,911.9

4.再生可能エネルギー施設 169.0 710.9 630.2 1,194.6

5.省エネルギー及びエネルギー管理 756.0 2,494.9 1,261.9 2,577.7

6.持続可能な農業、漁業 － － － －

7.持続可能な林業 － － － －

8.自然災害防止 － － － －

9.エコ・ツーリズム － － － －

10.その他（自然保護、生態環境、生物多様性等） 5,604.1 8,543.4 27,403.2 30,933.0

24,742.6 39,844.3 69,514.5 86,126.0

注1. Aの中で「装置及び汚染防止用資材の製造」と「建設及び機器の据え付け」とに分けて
　　  推計することが困難であるものが存在する。そこで、装置単体のみ発注されると考えら
　　  れるものは、「建設及び機器の据え付け」に分類した。

　 2. データ未整理のため「－」となっている部分がある。

　 3. 1997年の市場規模に関して、一部、1996年のデータを使用しているものがある。

総       計

出所；環境庁

エ コ ビ ジ ネ ス
市場規模（10億円） 雇用規模(人）
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それによれば、エコビジネスの市場規模は、1997 年が 24 兆 7,000 億円であり、2010
年には 39 兆 8,000 億円になると予測されており、エコビジネスは年平均伸び率が 3.7％の

成長産業になると予測されている。また、循環型社会を支える廃棄物処理及びリサイクル

関連ビジネスについては、1997 年が 50％であり、2010 年も同じく 50％のシェアになる

ことが予測されている。 
  
４．７．４ エネルギー消費 

（１）業務用建物（非住宅建築物）の床面積当たりのエネルギー消費 

 業務用建物の床面積当たりのエネルギー消費は図４－２のとおりである。 
 従来、暖房及び給湯によるエネルギー消費量が多かったが、近年は動力他によるエネル

ギー消費が多くなってきている。 
単位面積（m2）当たりのエネルギーの消費量は、1980 年代以降 250～300Mcal/m2 の間

で推移している。 
 

   図４－２ 業務用建物床面積当たりのエネルギー消費量（1973～2000 年） 
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出所：「ＥＤＭＣ/エネルギー・経済統計要覧（2002 年版）」より作成 

 

（２）エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）の改正 

地球の温室効果ガスの約 90％は、二酸化炭素ガスであるが、そのほとんどは日常生活や

事業活動において必要不可欠であるエネルギーによって排出されている。 

このため、政府では、1998 年 6 月、2010 年に向けて緊急に推進すべき地球温暖化対策

として「地球温暖化対策推進大綱」を決定した。大綱ではエネルギーを使用する際の効率

を高め、無駄をなくすことにより二酸化炭素の排出を少なくすることを、地球温暖化防止
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の中心的な対策として位置づけ、その徹底を図ることを目標としている。 

そして、エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）は、今取り組むべき課題で

ある、「エネルギーを効率的に使うこと」、「無駄をなくすこと」を徹底するためのあらゆる

措置を盛り込んだ法律であり、1998 年 6 月に抜本的強化を図るべく、改正が行なわれ、翌

年 4 月から施行されている。 

エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）は、エネルギーの効率的使用、無駄

使いの排除を推進するための総合的な法律であり、1979 年の制定以来、約 20 年間に亘っ

て運用されており、世界最高水準といわれているわが国のエネルギー使用効率の実現に寄

与しているのである。 
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第５章 建設サービスのグローバル化 

 
５．１ 自由化に向けた政策 
  

我が国の建設市場は、従来、建設業許可取得要件などをはじめとして、内外無差別のも

のである。しかし 1994 年には、WTO において政府調達協定改定交渉が進められるなど、

国際的な建設市場開放の動きが活発化したことに対応するため、質の高い公共事業を確保

しつつ、入札・契約手続の透明性・客観性及び競争性を高め、内外無差別の原則の徹底と

入札・契約手続を国際的に見てもなじみやすいものにすることを目的として「公共事業の

入札・契約手続の改善に関する行動計画」（以下「行動計画」）が閣議了解され、我が国に

おける入札・契約手続の改革が進められた。この「行動計画」は 1996 年に発効した WTO
政府調達協定の前倒し的性格を有するとともに、我が国政府の市場開放へ向けた自主的措

置を盛り込んだものである。計画の主な内容としては以下の通りである。 
・ 協定で定められた基準額以上の工事については一般競争入札を、設計・コンサル

タント業務については公募型プロポーザル方式または公募型競争入札方式の手続を採

る。 
・ 外国企業の評価対象を拡充する。 
・ 苦情処理手続を整備する。 

 その後、1996 年には WTO 政府調達協定（以下 GPA）が発効された。「行動計画」と

GPA を比較すると、適用対象について「行動計画」では国及び政府関係機関の工事や設計・

コンサルタント業務であるのに対し、GPA では都道府県及び政令指定都市まで対象が広げ

られた。また「行動計画」では建設工事及び設計・コンサルタント業務を対象としている

ことに対し、GPA では物品の調達やその他のサービスの調達にも適用が拡充されている。 
 
 
５．２ WTO の規約 

５．２．１ 建設サービス 
WTO 政府調達協定附属書Ⅰ付表５によれば、建設サービスとは、その手段のいかんを

問わず、中央生産物分類第 51 区分（CPC51）に掲げる土木工事又は建築物の工事の実施

を目的とする契約をいう。 
 
５．２．２ 設計・コンサルティングサービス 

WTO 政府調達協定附属書Ⅰ付表４に、建築のためのサービス、エンジニアリング・サ

ービスその他の技術的サービスとして掲げられているが、注記により、建設サービスに関

連するものしか対象とされていない。さらに、注記で、独立して調達される建築設計サー

ビスの実施設計サービスなどが適用の対象外とされている。 
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表５－１ WTO 政府調達協定の基準額の邦貨換算額 

中央政府 政府関係機関 地方公共団体

450万SDR 1500万SDR 1500万SDR
1994.04.01～1995.12.31 73,000万円 243,000万円 243,000万円
1996.01.01～1996.03.31 75,000万円 250,000万円 250,000万円
1996.04.01～1998.03.31 65,000万円 216,000万円 216,000万円
1998.04.01～2000.03.31 72,000万円 243,000万円 243,000万円
2000.04.01～2002.03.31 75,000万円 250,000万円 250,000万円
2002.04.01～2004.03.31 66,000万円 222,000万円 222,000万円

45万SDR 45万SDR 150万SDR
1994.04.01～1995.12.31 7,300万円 7,300万円 25,000万円
1996.01.01～1996.03.31 7,500万円 7,500万円 25,000万円
1996.04.01～1998.03.31 6,500万円 6,500万円 21,000万円
1998.04.01～2000.03.31 7,200万円 7,200万円 24,000万円
2000.04.01～2002.03.31 7,500万円 7,500万円 25,000万円
2002.04.01～2004.03.31 6,600万円 6,600万円 22,000万円

建設サービス

設計・コンサルティングサービス

 
 
 
５．３ 外国建設会社や技術専門家の日本市場参入においての法規定 
５．３．１ 事務所設立に関する法制度と手続き 
 外国法人が日本に駐在員事務所を設置する場合には、許可・免許等を受ける必要がなく、

また法務局に登記する必要もない。また、外国法人が日本に支店（あるいは営業所）や法

人を設立する場合には、a.)商法に基づく支店（法人）登記、b.)外国為替及び外国貿易法に

基づく報告または届出、c.)税務当局に対する各種届出が必要になる。 
 
５．３．２ 建設業許可の取得 
 日本で建設業を行う場合、原則として建設業法に基づき建設業の許可を受けなければな

らない。政令で定める軽微な建設工事のみを請負うことを業務とする場合は許可を必要と

しないが、それ以外の工事を行う場合は国内外の企業の区別なく建設業の許可が必要にな

る。また、主な許可要件として、日本国内での一定の経験を有する経営業務管理責任者が

求められているが、外国における経験者についても、個別に国土交通大臣が同等以上の能

力を有するものとして認定することができる。同様に日本国内での一定の資格又は実務経

験を有する専任技術者についても、外国の資格や実務経験の保有者を国土交通大臣が専任

技術者として認定することができる。 
  アジア地域から日本の建設業許可を受けている企業は 2002 年 3 月末現在で 10 社（韓国

9、シンガポール 1）である。 
（建設業許可の詳細については付属資料 A5. 「（１）建設業の許可制度」を参照） 
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５．４ 外国建設会社等の日本国内市場参入状況 
 

表５－２ 建設業許可を取得している外国法人数および外資系日本法人数 

外資系
日本法人 国土交通大臣 都道府県知事

米国 10 26 36 12 24
韓国 7 2 9 0

ドイツ 1 7 8 1
オランダ 0 6 6 1
スイス 0 5 5 3

イギリス 1 6 7 3
スウェーデン 0 4 4 0

フランス 1 1 2 1
フィンランド 0 1 1 0
シンガポール 0 1 1 0

カナダ 0 1 1 0
ルクセンブルグ 0 1 1 0

合計 20 61 81 21 60

許可別
国名 外国法人 合計

9
7
5
2
4
4
1
1
1
1
1

 
出所：国土交通省 注）2002 年 3 月 31 日現在 
外国法人   ：外国企業からの出資割合が 100％ 
外資系日本法人：外国企業からの出資割合が 50％以上 

 
 
５．５ WTO 加盟による自由化の影響 

 1994 年に「公共工事の入札・契約手続の改善に関する行動計画」が策定されてから、外

国企業の公共事業受注実績は堅調に推移しており、特に 1997 年に WTO 政府調達協定が

発効した韓国の受注が顕著に増加している。 
 

表５－３ 外国企業の公共事業受注実績 

（単位：百万円）
年　度 1996 1997 1998 1999(4～11月)

外国企業 建設工事 9,798 13,736 16,213 10,766
受注実績 設計・コンサルタント業務 491 256 261 327

合　計 10,289 13,991 16,474 11,093  

出所：国土交通省 
注）国、政府関係機関及び地方公共団体の発注案件に加え、第 3 セクターなど公的機関の

発注案件も含む。 
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５．６ アジア建設市場での協力を目的とした施策・計画 

５．６．１ ODA 技術協力プロジェクト 

 我が国の ODA は、世界第 2 位の経済大国であり ODA 最大供与国である日本の責務で

あり、日本への信頼や評価の向上に繋がること、また、世界の平和と安定に依拠し資源・

エネルギー・食料等の供給を海外に依存する我が国の国益の増進に資するという基本認識1

に添って行われている。その中で、日本の企業や、大学・シンクタンク・地方自治体・民

間企業の専門家等の経験を積極的に活用しつつ、優れた技術や経営のノウハウの移転を目

的とした技術援助プロジェクトは重要な援助項目の一つと位置づけられており、建設分野

においても建材開発（インドネシア）、住宅新技術研究（中国）、建設生産性向上（フィリ

ピン）など様々な面からの技術協力が行われている。 
 
５．６．２ プロジェクトを通しての地元企業との協力 
 日本の建設会社における海外受注実績は、2001 年度で 8,083 億円となっており、受注高

の内訳では本邦法人（支店、営業所など）での受注が 5,254 億円、現地法人が 2,829 億円

となっている。地域別には、アジア地域での受注が 5,836 億円と、2 位の北米地域での受

注額 968 億円を大きく引き離し、受注総額全体の 72.2％を占めている2。このアジア地域

でのプロジェクトを通じて、日系建設会社はメインコントラクターあるいはジョイントベ

ンチャー（以下 JV）の構成員として、サブコントラクターや他の JV 構成員である地元企

業と密接な協力関係を形成しており、工事施工において工程管理や品質管理、施工手法な

どの技術移転などがなされている。この結果、協力関係にある地元企業の技術力向上が図

られるだけではなく、プロジェクト当該国の建設産業全体のレベルアップにも資するもの

と考えられる。 

                                                 
1 1999 年 8 月 10 公表「政府開発援助に関する中期政策」 
2 海外建設協会調査、会員企業 48 社の集計 
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＜付属資料＞ 
A1 国内建設会社の海外建設受注と外国建設会社の日本国内での受注 

（１）国内建設会社の海外建設受注 
 大手建設会社の海外建設受注及び地域別の受注割合は、下図のとおりである。 
 

大手ゼネコン 50 社の海外建設受注の推移（1986～2001 年） 

12,746

14,803

17,996

21,820

26,817 26,816

22,895

18,909 19,034
19,756

20,337

18,525

14,968
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630 543 739 669

16,033

19,774

4.6

3.3 3.3

4.1

2.8 2.9
3.0

4.2

5.2
5.0

6.5

5.7

3.4

4.9 4.9

3.2

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

単位：10億円
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全体受注 海外受注 海外受注割合
 

注１ 国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課「建設工事受注動態統計調査」より作成。 

     対象、大手ゼネコン 50 社。 

注２ 海外建設受注には、各社の現地法人の受注額は含まれていない。 

注 3 対象企業の違いにより、社団法人海外建設協会の受注高の数字とは異なる。 

 
2001 年度海外建設受注実績（地域別・受注金額比率） 

9%

72%

2%

2%

12%
3% 中東・アフリカ

北米

中南米

ヨーロッパ

大洋州

アジア

 

出所：社団法人 海外建設協会（会員 48 社） 
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（２）外国建設会社の日本国内における建設工事受注 
 

 外国企業の公共工事受注実績（単位：百万円） 
1996 年度 1997 年度 1998 年度 1999 年 

（4～11 月） 

建設工事 
 

9,788 
 

13,736 
 

16,213 
 

10,766 

設計・ｺﾝｻﾙ 
 

491 
 

256 
 

261 
 

327 

合 計 
 

10,289 
 

13,991 
 

16,474 
 

11,093 
出所：国土交通省 総合政策局 建設業課 建設市場アクセス推進室 
 
 
A1.1 海外建設受注の国別実績 

 日本国内の建設業者の中で、国際化の面で実績を有する大手建設業者 56 社（総合建設

業 36 社、設備工事業 20 社）を対象に、国土交通省が実施した直近の決算期末または決算

期間内の企業活動の実態を調査した結果によると、海外建設事業について、直近 1 年間の

受注高の多い国・将来受注高を伸ばしたい国の回答（上位 5 カ国まで重複回答可）は、下

表のとおりであった。 
直近 1 年間の受注高の多い国（単位：社） 

主な原発注者 2001 年調査 
受注高の多い国 

 
 
 
 

 
日 
系 
企 
業 

 
その 
他 
民間 
機関 

 
公 
的 
機 
関 

 
合 
計 

 

１シンガポール 8 11 3 22 
２中国 12 3 5 20 
３フィリピン 9 6 5 20 
４マレーシア 7 6 2 15 

５タイ 9 0 5 14 

６アメリカ 7 4 2 13 

その他 16 20 51 87 
合計 68 50 73 191 
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将来受注を伸ばしたい国（単位：社） 

主な原発注者 2001 年調査 
将来受注高を伸ばし

たい国 
 
 

 

 
日 
系 
企 
業 

 
その 
他 
民間 
機関 

 
公 
的 
機 
関 

 
合 
計 

 

１中国 16 4 5 25 
２タイ 8 3 9 20 
３フィリピン 4 3 12 19 
４インドネシア 6 1 10 17 
５シンガポール 5 6 3 14 
６ベトナム 3 1 9 13 
その他 26 15 47 88 
合計 68 33 95 196 

出典：2001 年建設業活動実態調査結果のポイント（国土交通省 総合政策局 情報管理部 建設調査統計      

      課他） 

 
 

A2 建設会社の規模（従業員数）別分類 

 
 総合工事業の許可業者の約 95％が従業員数 50 人未満の零細企業である。 
 

1998年度 1999年度

従業者規模 業者数 業者数
1999年度
構成比

5人未満 48,238 47,719 26.9%
5～49人 126,446 121,455 68.5%
50～99人 5,208 4,812 2.7%
100～299人 2,394 2,314 1.3%
300～999人 631 638 0.4%
1000人以上 257 242 0.1%

計 183,174 177,180  
出所）1998 年度及び 1999 年度 建設工事施工統計調査報告（国土交通省） 

注）建設業者の中から、標本抽出したデータを母集団に復元している。 
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A3 大手ゼネコン 15 社の分野別売上高と従業員数（2001 年度） 

 

企業名
合計 建築 土木 不動産業等

鹿島建設 1,550,317 1,072,703 387,321 90,292 10,761
大林組 1,286,544 934,059 321,145 31,338 10,685
清水建設 1,285,444 1,017,089 244,406 23,948 9,876
大成建設 1,241,392 944,578 272,899 23,914 9,989
竹中工務店 1,031,793 994,492 27,843 9,458 8,134
熊谷組 650,352 321,943 302,689 25,718 4,825
戸田建設 550,628 386,737 159,291 4,598 4,709
西松建設 513,527 271,866 227,245 14,416 4,633
フジタ 441,688 287,902 142,982 10,804 3,581
五洋建設 396,742 155,648 238,582 2,511 3,655
前田建設工業 389,752 235,801 153,950 0 3,810
三井建設 380,810 250,392 124,048 6,369 2,771
間 組 377,470 209,337 162,332 5,801 3,089
東急建設 347,138 223,158 116,746 7,233 2,805
飛島建設 321,589 160,836 158,521 2,231 2,463

売上高（百万円）
従業員数（人）
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A4 建設業就業者の職種別分類 

（１）建設業就業者の職種別分類 
 建設業就業者の 3 分の 2 は、技能工の現場労働者である。実数としては、1995 年から

さほど変化はなかったが、2001 年に入り管理的職業従事者を除き減少傾向になった。 
 

建設業就業者の職種別構成比 
職種 1990年 1995年 1999年 2000年 2001年
専門的･技術的職業従事者 290 430 420 420 390
管理的職業従事者 340 350 340 330 340
事務従事者 840 930 940 930 910
販売従事者 220 290 320 340 330
ワーカー 3,950 4,380 4,320 4,320 4,150
労務作業者 80 90 80 70 80
その他 160 150 150 140 120
合計 5,880 6,630 6,570 6,530 6,320  

                         （単位：千人 年平均） 

                      出所：総務省統計局労働力調査年報 

 
（２）大手ゼネコンの人員の状況 
 国土交通省が行った大手ゼネコン 36 社に対する調査によると、職種別常時就業者数は

事務、技術、技能職で減少し、全体で前年比 5.2％減少（94 年調査開始以来 7 年連続の減

少）となった。 
 

職種別常時従業者数の推移 

事務職 技術職 技能職 その他 総計
1994年 62,731 118,145 4,484 4,677 190,037
1995年 59,735 117,979 4,751 3,871 186,336
1996年 57,909 116,500 4,403 4,360 183,172
1997年 55,831 114,768 4,371 3,408 178,378
1998年 50,093 112,907 3,751 2,803 169,554
1999年 49,053 104,732 3,732 2,068 159,585
2000年 46,182 100,369 3,135 2,198 151,884
2001年 44,341 94,165 2,884 2,603 143,993
（2001年前年比） （▲4.0％） （▲6.2％） （▲8.0％） (   18.4％) （▲5.2％）  

    出所：2001 年建設業活動実態調査結果のポイント（国土交通省） 

       年は原則として 3 月末。 
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A5 建設業の許可制度、企業能力の評価制度、公共部門及び民間部門の施工業者選定方法（入

札契約制度）、契約形態 

（１）建設業の許可制度 

建設業許可業者数の推移（1975 年～2002 年） 

総数 伸び率 大臣 伸び率 知事 伸び率
1975 350,817 6,331 344,486
1980 488,520 39.3% 7,465 17.9% 481,055 39.6%
1985 518,964 6.2% 8,337 11.7% 510,627 6.1%
1990 508,874 -1.9% 8,944 7.3% 499,930 -2.1%
1991 515,440 1.3% 9,022 0.9% 506,418 1.3%
1992 522,450 1.4% 9,124 1.1% 513,326 1.4%
1993 530,665 1.6% 9,332 2.3% 521,333 1.6%
1994 543,033 2.3% 9,619 3.1% 533,414 2.3%
1995 551,661 1.6% 9,871 2.6% 541,790 1.6%
1996 557,175 1.0% 10,062 1.9% 547,113 1.0%
1997 564,849 1.4% 10,485 4.2% 554,364 1.3%
1998 568,548 0.7% 10,742 2.5% 557,824 0.6%
1999 586,045 3.1% 10,815 0.7% 575,230 3.1%
2000 600,980 2.5% 10,899 0.8% 590,081 2.6%
2001 585,959 -2.5% 10,877 -0.2% 575,082 -2.5%
2002 571,388 -2.5% 10,909 0.3% 560,479 -2.5%  

   出所：国土交通省 注）業者数は各年の 3 月末時点の数字 

 
＜許可の区分＞ 
 許可の区分には、大臣許可（国土交通大臣許可）と知事許可、一般建設業と特定建設業

がある。 
 同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方を受けることは出来ず、また同一の業種に

ついて一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することは出来ない。 
 
＜大臣許可と知事許可の相違＞ 
 ２つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合には、国土交通大臣の許可

を必要とし、１つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、そ

の営業所を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要がある。 
 
＜一般建設業許可と特定建設業許可の相違＞ 
 一般建設業許可は、軽微な工事だけを行なう場合を除いて、元請業者・下請業者を問わ

ず建設業を営む者が取得しなければならない。一方、特定建設業許可は発注者から直接請

負った工事について建築工事一式工事では 45 百万円以上、その他の工事では 30 百万円以

上の工事を下請に出す建設業者が取得しなければならない。 

 特定建設業許可は、下請業者の保護や工事の適正な施工確保のために設けられている制

度で、一般建設業者に比べて規制が強化されている。 
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（２）企業能力の評価制度 

 日本の建設業者の企業能力を評価する制度としては、経営事項審査が代表的である。 

 経営事項審査とは建設業者が公共工事を直接請負う場合に、国土交通大臣または都道府

県知事が行なう、建設業者の経営に関する客観的事項の審査で、審査の結果は点数化され

公表されている（下表参照）。 
 そして、公共発注機関は、「経営事項審査の評点（客観評価）」及び自らが行う建設業者

の工事成績等の評点（主観評価）を勘案し、独自の等級区分を行なっている。 
 

○経営事項審査の総合評点（P）＝0.35X1+0.10X2+0.20Y+0.20Z+0.15W 

 
  審査項目   

経営規模 X1 工事種類別年間平均完成工事高   

 X2 自己資本額・職員数   

  売上高営業利益率・総資本経常利益率・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ対売上高比率 

経営状況 Y 必要運転資金月商倍率・立替工事高比率・受取勘定月商倍率 

  自己資本比率・有利子負債月商倍率・純支払利息比率 

  自己資本対固定資産比率・長期固定適合比率・付加価値対固定資産比率

技術力 Z 業種別技術職員数   

その他審

査項目 

W 労働福祉の状況・営業年数・工事の安全成績・建設業経理事務士等の数

 
○主観評価の対象項目－工事成績、指名停止経歴、建設業法違反歴、優良工事表

彰経歴等 
 
（３）公共部門及び民間部門の施工業者選定方法（入札・契約制度） 

＜公共部門における施工業者選定方法＞ 
 日本の公共工事における入札・契約制度の主なものは以下のとおりである。 
 
 (a) 一般競争入札制度  
         競争入札に付する工事の概要等を示した公告をして入札参加を希望す

る全ての者により競争を行わせ、最も低い価格の入札者を落札者とする

契約方式である。 
なお、この一般競争について事前に競争参加希望者に対して資格審査

を実施し、一定の資格を有する者に限り入札に参加させる方式である

「制限付き一般競争入札」が採用されている。 
WTO 政府調達協定（GPA）により、国・政府関係機関・都道府県・

政令指定都市が発注する工事で、下記に示す対象工事についてはこの

方式の採用が義務付けられている。 
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対象工事 
           ・大規模な工事が対象となることが多い。 

・国→660 百万円（4.5 百万 SDR）以上の工事 
           ・政府関係機関・都道府県・政令指定都市 
                  →2220 百万円（15 百万 SDR）以上の工事 

については、全ての工事で導入されている。 
        参加条件 
           ・経営事項審査の総合評点が一定基準以上であること。 
           ・同種工事の施工実績があること。 

・ 有資格技術者の配置が可能である。 等が条件である 
 
  実際の採用状況についてみると、2001 年度の財団法人建設経済研究所による調査では、

都道府県・政令指定都市 59 のうち GPA で定められた金額未満で一般競争入札を実施して

いるところは半分強の 32 ある。 
   

一般競争入札導入の最低額の状況 

2001年度 2000年度 1999年度 2001年度 2000年度 1999年度 2001年度 2000年度 1999年度
合　計

27 27 31

8 10 13

0

59

23 21 15

59 5912

0

12

1

3

1 1

1247

1 0

47

0

12 5

0

47

指定都市

23 7 7 8

都道府県

20 20

3

18 9 112 0

18 18１０億円未満

２５億円以上

その他

合　　計

２５億円未満
１０億円以上

注）１．出典：01 年度の数字は、「都道府県・政令指定都市における公共工事の入札・契約制度等に関す

る実態調査」（財）建設経済研究所、99・2000 年度の数字は「地方公共団体の入札・契約手続に

関する実態調査結果」総務省・国土交通省 

  ２．適用範囲は、一般土木・建築工事を対象に、試行も含め最も低い金額の範囲を対象としているも 

    のを抽出し集計した。 

  ３．99 年度については、24.3 億円で区切っている（ＷＴＯ対象工事）。 

 
 
(b)競争性を高めた指名競争入札制度    

１）公募型指名競争入札 
         公共工事ごとに入札参加意欲を確認し、当該公共工事の施工に係る技

術的特性等を把握するための簡便な技術資料の提出を求めた上で指名を

行う契約方式である。 
・国土交通省の場合、200 百万円以上 750 百万円未満の工事が対象 
・「工事希望型指名競争入札」より特殊な施工技術が必要な工事が対象 
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   ２）工事希望型指名競争入札  
         建設業者が資格審査のとき申し出た希望する工事の内容、工事の規模、

建設業者の地域的特性等を勘案し、技術資料の提出を求め、建設業者か

ら提出された技術資料の審査を踏まえ、指名業者を選択する方式である。 
・国土交通省の場合、100 百万円以上 200 百万円未満の工事が対象 

 

(c) 指名競争入札制度 
    
         発注者があらかじめ競争参加希望者の資格審査を実施して有資格業者

名簿を作成し、個別の工事発注前にその名簿の中から発注工事等級、技

術的特性、地理的条件等の指名基準を満たしていると認められる有資格

業者を多数選定したうえで、指名して競争入札を行う契約方式である。 
           ・小規模の工事が対象となることが多い。 
           ・一般競争入札の審査を行なうスタッフを保有しない発注者や、 
            特殊な技術を要する工事 等において実施される。 
 
 (d) 随意契約制度 
       発注者が請負業者を選定するのに競争入札の方法ではなく個別に選定した

特定の者を契約の相手方とする契約方式である。 
主として特殊な技術、機器または設備等を必要とする工事で、特定の業者

と契約を結ぶ必要がある工事や、緊急性があり競争入札を実施する時間的余

裕のない工事で実施される。 
  
  (e) その他の入札契約制度 
 

１） 設計施工一括方式（デザイン・ビルド方式） 
入札時に設計案等の技術提案を受け付け、設計と施工を一括して発注する

方式である。 
高度又は特殊な技術力を要するとともに、施工技術の開発の著しい工事で、

設計技術が施工技術と一体で開発されるなどにより、個々の業者等が有する

特別な設計・施工技術を一括して活用する事が適当な工事で実施される。 
（国土交通省直轄工事で 2001 年度 14 件実施） 

 
   ２）VE 方式（バリュー・エンジニアリング） 

       入札段階で施工方法等の技術提案を受け付ける入札時 VE（バリュー・エ

ンジニアリング）方式と施工段階で施工方法等の技術提案を受け付ける契約

後 VE 方式がある。 
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一般競争入札や指名競争入札・随意契約等の実施に絡めて実施される例が

出てきている（国土交通省、地方住宅供給公社、地方公共団体等）。契約後

VE 方式については、2001 年度より一般競争入札及び公募型指名競争入札に

おいて、原則全ての工事を対象とする等、拡大を図っている。 
      
 
   ３）総合評価落札方式 
       発注者が入札価格に加え、建設業者の技術提案を募集しその内容を、品質、 
      工期、デザイン、施工の安全性等の観点から総合的に評価し、落札者を決め 
      る方式。（国土交通省直轄工事で 2001 年度 34 件実施） 
 

     ４）マネジメント技術活用方式 

       従来発注者・受注者双方が行ってきた様々なマネジメント業務（発注計画、

契約管理、施工監理、品質管理等）の一部を別の主体に行わせる契約方式。 
（国土交通省直轄工事で 2001 年度 4 件実施） 

 

        ５）PFI 方式 

       1999 年 7 月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関 
      する法律」（PFI 法）が制定され、2000 年 3 月にはこれに基づく「基本方針」 
      が告示された。 
       事業者は、通常、公募による競争により決定され、被選定者は自らの資金 
      ・経営力・技術力を活用し、公共施設の建設・維持管理・運営を行なう。 
 

６）CM 方式 
国土交通省において、2000 年 12 月に学識経験者、民間事業者、地方公共

団体等から構成される「CM 方式研究会（事務局：（財）建設経済研究所）が

設置され、日本の公共事業における CM の実現可能性、実施上の課題等につ

いての検討が続けられた。2002 年 2 月に「CM 方式活用ガイドライン」が策

定された。 
 
＜民間部門における施工業者の選定方法＞ 
 
 民間工事における施工業者選定は特命方式（1 社との価格交渉の上、決定）と、復数会

社による見積り合わせが多くなっている。また、契約方式は工事一括契約方式と設計施工

一括契約方式（ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾋﾞﾙﾄﾞ方式）の２つが一般的であり、かつ、総価契約（ランプサム

契約）が主流である。 
近年、CM(Construction Management)契約や PM(Project Management)契約の実施例
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が出ているが、件数は少ない。 
 又、コスト削減方法の展開として、一部の電力供給業者において「VE 方式」が、大手

デベロッパーにて「直営工事」（ゼネコンを通さず、直接専門工事業者に発注）を実施する

例が出てきている。 
 
A6 円のアメリカドル及び中国元に対する為替レートの推移 

                                単位：￥ 
    Year        1US＄       １RMB 
   1998 130.90 15.81 
   1999 113.91 13.76 
   2000 107.77 13.02 
   2001 121.12 14.68 
   2002 121.12 15.85 

     （注 1）年平均、2002 年は 3 月の平均  

   出所：「海外経済データ」（内閣府政策統括官付参事官（海外経済担当）編 2002.05） 
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